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論説

コンビニエンスストアの全国浸透と地域経済
　　 高知県の事例を中心に 　　

岩　　佐　　和　　幸

はじめに

今日，様々な意味で，コンビニエンスストア（以下，コンビニ）に社会的な

関心が集まっている。1970年代の本格出店以来，小商圏における24時間営業と

多品種・多機能化を武器に，コンビニは小売業界で急速に浸透してきた。特に

2001年には，かつての「流通革命」の旗手・ダイエーの売上高をセブン-イレ

ブンが凌駕したことが，大きな話題になった。もはや都市の生活空間は，各

チェーンのロゴ看板の林立が日常的な風景になっており，「生活総合サービス

業」への進化とともに，「コンビニ依存社会」と称されるほど，コンビニはプ

レゼンスを高めている1。しかも，「買い物難民」を模した「コンビニ難民」と

いう呼称に象徴されるように，コンビニの店舗は，私的資本の施設でありなが

らも社会インフラに近い役割を果たそうとすらしている2。

その一方で，こうした成長の原動力となっているのが，本部と加盟店との

間で結ばれるフランチャイズ（FC）契約と，それに伴う各地における店舗の増

殖である点にも，目を向けなければならない。コンビニ本部は，このフラン

チャイズ・システムを基盤にしながら，個々の店舗からロイヤリティを環流さ

高知論叢（社会科学）第113号　2017年 3 月
1 「（特集）コンビニ依存社会ニッポン」『中央公論』第129巻第11号，2015年11月。
2  竹本遼太『コンビニ難民 　　 小売店から「ライフライン」へ 　　 』中公新書ラクレ，
2016年， 鷲巣力『公共空間としてのコンビニ 　　 進化するシステム24時間365日 　　 』 
朝日新聞出版，2008年。
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せ，高い収益を確保しつづけている。しかし，こうした本部の成長とは対照的

に，個々の加盟店は，店舗運営に不可欠な長時間・加重労働や割高なロイヤル

ティ負担，店舗間の競争激化にさらされ，オーナーの苦境が次第に深刻化する

ようになった。1990年代末からは，契約内容をめぐるオーナー側の不満が表面

化し，本部の方針への異議申し立てを求める訴訟に発展するケースが表れるよ

うになった3。さらに，オーナー側の交渉力を高めるための当事者団体の結成や

労働組合の結成も進んだ他4，公正取引委員会の排除措置命令や経産省の日本フ

ランチャイズチェーン協会に対する「指導・要請」等，社会的規制の動きも出

てきている5。

このような中，最近では，コンビニ業界の再編が二重に進行している点が注

目される。第 1 に，チェーン間の格差拡大と寡占化である。背景にあるのは，

大手コンビニ資本による出店加速化であり，本部同士の統合・提携を背景に，

セブン-イレブン，ローソン，ファミリーマートの三大資本への集中が明瞭に

なりつつある。もう１つは，出店エリアの地理的拡大である。特に，セブン-

イレブンによる高知，青森，鳥取各県への進出，さらに沖縄県への出店計画発

表は，地域全体に大きな衝撃を与え，地元のスーパー資本を巻き込んだ再編劇

をもたらしている6。では，出店未開拓地域への大手コンビニの触手は，地域に

どのような影響をもたらすのだろうか。本論文では，大手資本にとってのフロ

3  オーナーによる訴訟は，1998年のカスミ・コンビニエンスストアの集団訴訟事件が契
機であり，それ以後被害者の会を結成して本部に対して訴訟を起こす例や，原告オーナー
を支援するコンビニ・フランチャイズ問題弁護士連絡会（http://www.konbenren.net/
index.html）の設立という形で展開してきた。
4  1998年４月に全国FC加盟店協会の前身にあたるコンビニ・FC加盟店全国協議会が

（http://www.fcajapan.gr.jp/），2009年８月にはコンビニ加盟店ユニオンが設立された
（http://www.cvs-union.org/index.html）。
5  代表例として，セブン-イレブンが加盟店の見切り販売を制限していたことに対して，
公正取引委員会が2009年に独占禁止法の「優越的地位の濫用」に当たると認定し，排除
措置命令を出した事例が挙げられる（公正取引委員会「株式会社セブン-イレブン・ジャ
パンに対する排除措置命令について」2009年 6 月22日，http://www.jftc.go.jp/houdou/
pressrelease/h21/jun/09062201.html）。
6  セブン-イレブン最後の空白地域である沖縄でも，2018年進出を目指しており，300店
規模の体制を図ることが公表された。「セブンイレブン，沖縄に300店　2018年進出　一
気にシェア獲得狙う」『沖縄タイムス』2016年８月16日付。
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ンティア地域の１つ・高知県に焦点を絞り，大手コンビニ資本の進出とター

ゲット地域との関連性について検討したい。

その際の分析視角について，あらかじめ提示しておこう。第１に，本稿で

は，フランチャイズ・チェーン内部の本部－オーナー関係に着目している。上

記のように，コンビニは，小売業界内部での急成長ぶりや日常生活への浸透

度，店舗内外で発生する広範な社会問題を背景に，各方面から多様な関心が寄

せられている。とりわけ流通論・マーケティング論や経済法の分野では，コン

ビニの日本的特徴について研究が積み重ねられてきた他，学界にとどまらず当

事者やオーナー支援組織からも，現場報告ならびに告発・提言が発せられるよ

うになっている7。例えば，流通論・マーケティング論における主要な問題関心

は，新たな小売業態としてのコンビニの成立・革新過程や競争力の源泉にあり，

分析対象は急成長の鍵となる組織開発や本部－加盟店間の契約に基づくフラ

ンチャイズ・システムの効率性に絞られている8。一方，経済法での関心事項は，

本部－加盟店間の非対称契約に起因するトラブルであり，加盟店保護に向けた

法規制のあり方が論じられている9。いずれのアプローチも，チェーン巨大化の

源泉としての本部－店舗間の社会関係に着眼している点で共通しているが，前

7  安藤一平『コンビニ会計取扱説明書 　　 コンビニ関係者必読本! 　　 』本の泉社，2006年，
古川琢也・金曜日取材班『セブン-イレブンの正体』金曜日，2008年，新藤正夫『廃業し
て分かったFC契約の怖さ 　　 ファミマ元店主の体験記 　　 』本の泉社，2010年，三宮
貞雄『コンビニ店長の残酷日記』小学館新書，2016年。加盟店支援団体によるものとして，
植田忠義『「激変の時代」のコンビニフランチャイズ 　　 オーナーたちは，今 　　 』花伝社，
2010年，同『フランチャイズは地域を元気にできるか 　　 誰も書かなかったその役割と
課題 　　 』新日本出版社，2011年。
8  コンビニの成長を裏付ける革新性を重視したものとして，矢作敏行『コンビニエンス・
ストア・システムの革新性』日本経済新聞社，1994年，川辺信雄『セブン-イレブンの経
営史 　　 日本型情報企業への挑戦 　　 』有斐閣，1994年（新版2003年），金顕哲『コンビ
ニエンス・ストア業態の革新』有斐閣，2001年，対照的にFCシステムが内包する加盟
店との軋轢や高コストの廃棄ロスに着目したものとして，後藤一郎「コンビニエンス・
ストア問題の帰趨」後藤一郎・神保充弘・申賢洙編『マーケティングの諸問題』同友館，
2011年が挙げられる。
9  代表的な研究として，以下のものがある。本間重紀編『コンビニの光と影』花伝社，
1999年（新装版，2009年），本間重紀・岡田外司博・山本晃正編『コンビニ・フランチャ
イズはどこへ行く 　　 「地獄の商法」？　適正化への法規制が必要だ 　　 』花伝社，2001
年。また，コンビニ経営の批判的検討を収録したものとして，「（特集）コンビニの社会
経済学」『経済』第174号，2010年も参照。
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者の多くが「本部と加盟店との共存共栄」10というスローガンに基づく流通近

代化，後者は非対称な力関係に基づく「現代版奴隷契約」11という評価に二分

されている。そこで，本稿では，本部主導によるフランチャイズ・チェーン展

開と加盟店オーナーの本部従属性を考慮しつつ，本部による加盟店支配とそれ

に基づく労働成果の独占を，前者の後者に対する「指揮権」という観点から経

済学的に把握し，独自のオーナー調査を基に，大手資本の出店拡大に伴うオー

ナーへのインパクトを具体的に明らかにしたい12。

第２に，個々のコンビニ店舗経営を取り巻く地域経済構造への着目である。

コンビニと地域との関係については，主に地理学の分野で研究が進められてき

た。そこでは，人口・交通・土地利用と企業の出店戦略とをクロスさせなが

ら，急速に拡大するコンビニの詳細な立地展開に光を当てるのが大きな特徴で

ある13。こうしたアプローチは，コンビニと地域特性との関係の解明について

は有益な視点を提供するものの，分析の主眼は店舗の立地動向にあるため，コ

ンビニ経営を規定する本部－オーナー関係や小売業内部での競合，店舗内労働

を左右する地域労働市場等，コンビニを取り巻く地域経済構造までは分析が及

んでいない。とりわけ，大手資本が掌握しきれていない未開拓地域の場合，地

場のスーパー資本のエリア・フランチャイズ店舗や単独店等の「地場コンビニ」

が広範に存在するケースが多い。果たして大手コンビニ資本の進出は，地場コ

ンビニにどのような影響を及ぼしているだろうか。また，出店拡大に伴い，地

10 「セブン-イレブン店舗の経営をされる加盟者の成功がセブン-イレブン本部の成長の
源でありますので，セブン-イレブン本部の経営努力は加盟店の経営支援が中心となり
ます。この意味で，加盟店とセブン-イレブン本部は共存共栄の関係にあると言えます」

（セブン-イレブン・ジャパン『セブン-イレブン　フランチャイズ（Cタイプ）契約の要
点と概説』2016年７月１日，2頁）。
11 本間重紀編，前掲書，７頁，290頁。
12 「指揮権」概念については，尾崎芳治『経済学と歴史変革』青木書店，1990年から示唆
を得ている。
13 土屋純「コンビニエンス・チェーンの発展と全国的普及過程に関する一考察」『経済地
理学年報』第46号，2000年，荒木俊之「コンビニエンスストアと都市空間」荒井良雄・箸
本健二編『日本の流通と都市空間』古今書院，2004年，同「コンビニエンスストアにおけ
る『多様化』」『地理』第56巻第２号，2011年。また，高知市内の立地動向については，松
山侑樹・遠藤尚・中村努「高知県高知市におけるコンビニエンスストアの立地展開の特
異性」『E-journal GEO』第11巻第１号，2016年が，詳細な分析をしている。
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域の流通業界や労働市場にはどのような変化をもたらしているのだろうか。そ

こで，本稿では，第２の視角として，地場スーパー調査を基に，大手コンビニ

進出に伴う地場スーパーや労働力等の域内経済主体の動向に注目しつつ，分析

を進めたい。

本稿の構成は，以下のとおりである。まず，Ⅰ章では，小売業界におけるコ

ンビニ業界の成長と近年の動向，ならびに大手コンビニ資本の最近の事業戦略

を概観する。次に，Ⅱ章では，大手資本未開拓地域の１つである高知県を素材

に，同地域におけるコンビニの位置関係およびコンビニ業界の歴史的形成過

程をフォローする。その上で，Ⅲ章では，最新局面であるセブン - イレブンの

進出に焦点を当て，大手資本の狙いと地域に与える影響を，セブン - イレブン，

地場スーパー資本，個別オーナーへのヒアリング調査を通じて明らかにする14。

最後に，コンビニの全国浸透が未開拓地域に与えるインパクトについて総括し，

今後の政策課題を提示する予定である。

Ⅰ　コンビニ業界の形成と大手資本の事業戦略

１．	 コンビニ業界の歴史的展開

まず，小売業におけるコンビニの位置関係と大手コンビニ資本の事業戦略を

概観しておこう。

米国発祥のコンビニが日本で登場したのは，1969年に大阪で誕生したマイ

ショップ豊中店が嚆矢といわれるが，本格的な出店ラッシュは1970年代以降で

ある。当時，コンビニ経営に着目したのは，食品問屋・メーカーと大手スーパー

であり，前者では橘高（K マート），いずみフードチェーン（ココストア），丸

ヨ西尾（セイコーマート）の各社が1971年に，山崎製パン（サンエブリー，後

のデイリーヤマザキ）が1977年に出店を開始する一方，後者では1973年に西友

（実験店舗，1978年にファミリーマートとして開店）ならびにイトーヨーカドー

14 なお本調査は，筆者を代表とする市民グループ・高知県食健連（食糧と健康，地域を
守る高知県連絡会）のプロジェクト調査に基づくものである。筆者以外の調査メンバー
は，中岡健太，牧耕生，中越吉正，小泉美恵，松尾浩子，恒石祐一，島内寿代である。
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（ヨークセブン，後のセブン-イレブン），1975年にはダイエー（ローソン）が

参入を果たしていった。1980年には，ユニー（サークル K），ジャスコ（ミニ

ストップ），長崎屋（サンクス）の各社が相次いでコンビニ業界に進出し，こ

の時点で現在の大手チェーンの顔ぶれがほぼ出揃う形となった。

1970年代にコンビニ・チェーンが相次いで誕生する背景には，スーパーの急

成長に伴う社会的波紋がまず挙げられる。セルフサービスという販売面での革

新をもたらしたスーパー各社は，店舗のチェーン化や大規模化，商品多角化等

を推し進めた結果，1972年にはダイエーが百貨店最大手の三越を売上高で追い

抜き，小売業界で主導権を握るようになった。しかし，百貨店から主役の座を

奪ったスーパーの急成長は，中小小売業者にとっては大きな脅威であり，両者

の摩擦が表面化するようになった。そこで，1973年には，旧来の第二次百貨店

法に代わってスーパーの出店規制を盛り込んだ大規模小売店舗法（大店法）が

新たに制定された。さらに，1979年には大店法が改正され，500㎡超の店舗に

まで規制の網が広げられた。つまり，スーパー資本のコンビニ進出は，大店法

の相次ぐ規制を回避するとともに，新たな成長可能性を切り開く手段と捉えら

れたのである15。また，問屋資本や食品メーカーの場合，スーパーの拡大に伴

う中間流通業者の排除や中小小売店の経営悪化への対応策として，チェーン化

を通じて小売店を包摂することにより，取引先を確保する狙いがあった16。

もう１つの背景として，政府の流通政策も無視できない。当時の中小企業庁

は，「今後の中小企業の歩む道」という研究会を組織して中小小売業の近代化

を検討し，スケールメリットを通じた経営力・競争力の強化ならびに流通コス

ト低減による流通近代化の観点から，ボランタリー・チェーンとフランチャイ

ズ・チェーンを積極的に評価していた。その一環として，コンビニについても

「消費者に近く，また家族経営を中心とする中小小売店，とくに小規模小売店

に向いており，経営の非効率性を脱皮するうえでもひとつの有力な手段である」

15 南方建明「コンビニエンスストアの成長による食品小売市場の変化」『大阪商業大学論
集』第 5 巻第４号，2010年，16-17頁。
16 矢作敏行，前掲書，186-191頁，金，前掲書，19-23頁。
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と位置付けられた17。同時期には，中小企業庁の委託による『コンビニエンス・

ストア・マニュアル』が発行されるとともに，中小小売業の近代化を促進する

ための中小小売商業振興法も制定される等，中小小売業の近代化促進という視

点からコンビニ経営が推奨されていったのである18。

こうして，小商圏において小規模ながらも幅広い品揃えを擁し，長時間営業

とセルフサービス方式を基調とするコンビニは，スーパーの出店規制と流通近

代化政策を背景に，消費者のライフスタイルの変化に適応しながら急速に店舗

を増やしていった19。それと並行して，1980年代以降は，ベンダーを巻き込ん

だ弁当・おにぎりをはじめとするオリジナル商品の開発や，公共料金の収納代

行ならびに金融サービス等のサービス業務の強化，POS 等の情報システムの

導入，小口発注に対応した多頻度配送等の物流網の整備も進められ，経営の一

層の多角化・高度化が展開された20。

では，現在はどのような地点に到達しているのだろうか。図１は，近年のコ

ンビニの店舗数と総販売額の推移を示したものである。店舗数は2006年に 4 万

店，2013年に 5 万店を上回り，1998～2015年の間に1.7倍の増加を見せた。総

販売額も，全体の３分の２を占める食品類（ファストフード〔FF〕や日配食品，

加工食品）に食品以外の物品とサービスの売上も加わり，2014年には10兆円台

の規模に達した。飲食料品に限定すれば，小売業界の総販売額45兆円に対して

コンビニの販売額は７兆円と，スーパーの９兆円（総販売額の21％）に次ぐス

ケール（同，15.5％）である21。中でも，業界最大手のセブン - イレブンに注目

すると，1994年に親会社のイトーヨーカ堂の経常利益を，2001年にはダイエー

の売上高を越えるだけでなく，1991年には本家・米国のサウスランド社を買収

し，2005年に完全子会社化する等，「スーパーの時代」から「コンビニの時代」

17 中小企業庁『1973年版中小企業白書』1973年，261頁。
18 通商産業省企業局・中小企業庁監修，流通経済研究所編『コンビニエンス・ストア・
マニュアル』流通経済研究所，1972年。当時のコンビニの目的として，消費者の本質へ
の対応，小規模店の近代化，労働力不足への対応の３点が挙げられていた（同上書，1-7頁）。
19 こうしたコンビニ特有の展開を，セブン-イレブンの鈴木敏文元会長は「変化対応業」
と称している。木下安司『コンビニエンスストアの知識』日経文庫，2002年，167頁。
20 南方，前掲論文，17-25頁，金，前掲書，26-31頁。
21 経済産業省『商業動態統計調査』時系列データより算出。
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への移り変わりを印象づけた。

もっとも，ここで注意しなければならないのは，1990年代に入ると，それま

で右肩上がりであったコンビニ業界の成長に陰りが見えはじめるようになった

点である。チェーン各社が出店拡大戦略を続ける中，この時期より店舗数なら

びに売上高の増加率が１桁台に落ち込むようになり，次第にコンビニ業界に対

して「成熟化」や「市場飽和説」が語られるようになったのである22。そうし

22 例えば，「コンビニ市場の“飽和”は近いのか」『東洋経済オンライン』2013年10月10日，
日本経済新聞社・日本経済新聞社産業地域研究所『市場飽和説に挑むコンビニ 　　 新し
いニーズを探る 　　 』日本経済新聞社，2011年等を参照。また，業界誌の『コンビニ』
2013年５月の「（特集）３コンビニ５万店バトル」では，「本当に飽和なのか!?　大量出店
で争奪戦に拍車」との見出しで，市場飽和説に対する異論を唱えている。
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図１　コンビニエンスストアの期末店舗数と総販売額の推移

注：500店舗以上を有するコンビニエンスストアのチェーン企業本部が調査対象。
　　販売額には，商品とサービスの双方を含む。
　　2015年より既存店データは捕捉されていない。
出所：経済産業省『商業動態統計調査』時系列データより作成（2016年 5 月16日閲覧）。
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た陰りの背景には，バブル崩壊後の長期不況に加えて，首都圏を中心にコンビ

ニの店舗が飽和状態に達したことや，1991年の大店法廃止に伴うスーパーの出

店攻勢やドラッグストアの台頭を含む小売業界の競争激化があった23。さらに，

2000年代に入ると，図１が示すように，既存店の売上高がついに前年割れを引

き起こすようになった。そのため，2010年以降の店舗数の急増が示すように，

各社は既存店の売上低迷を一層の新規出店によってカバーする戦略を採るよう

になってきたのである。

こうした成長鈍化と並ぶもう１つの特徴的な動きは，出店地域の変化である。

表１は，コンビニ店舗の地域別推移を示したものである。店舗数が最も多いの

は関東地域であり，1998年には全国シェアの半分を占めるとともに，販売額も

23 金，前掲書，28-31頁。

表１　コンビニ店舗の地域別推移

店 舗 数 全国計 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州・
沖縄

実数 
（店）

1998年 32,248 2,089 2,074 16,137 3,270 4,721 1,472 382 2,103
2006年 40,183 2,447 3,085 18,085 4,252 6,099 2,118 680 3,417
2015年 54,505 2,886 3,885 23,148 6,299 8,225 2,880 1,604 5,578

構成比 
（％）

1998年 100.0  6.5  6.4  50.0  10.1  14.6  4.6  1.2  6.5 
2006年 100.0  6.1  7.7  45.0  10.6  15.2  5.3  1.7  8.5 
2015年 100.0  5.3  7.1  42.5  11.6  15.1  5.3  2.9  10.2 

増加率 
（倍）

1998～
2015年 1.7  1.4  1.9  1.4  1.9  1.7  2.0  4.2  2.7 

販 売 額 全国計 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州・
沖縄

実数 
（100万円）

1998年 6,049,221 395,652 368,166 3,135,447 591,584 821,185 275,890 71,383 389,910
2006年 7,399,009 416,312 501,808 3,526,735 767,866 1,078,262 391,059 105,514 611,453
2015年 10,995,650 541,974 781,438 4,945,000 1,158,335 1,615,804 584,674 265,646 1,102,779

構成比 
（％）

1998年 100.0  6.5  6.1  51.8  9.8  13.6  4.6  1.2  6.4 
2006年 100.0  5.6  6.8  47.7  10.4  14.6  5.3  1.4  8.3 
2015年 100.0  4.9  7.1  45.0  10.5  14.7  5.3  2.4  10.0 

増加率 
（倍）

1998～
2015年 1.8  1.4  2.1  1.6  2.0  2.0  2.1  3.7  2.8 

出所：経済産業省『商業動態統計調査』時系列データより作成（2016年 5 月16日閲覧）。
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過半のシェアを押さえていた。ところが，近年では，関東の店舗増加率は全国

平均を下回るようになり，2015年には店舗シェアが43％まで低下している。対

照的に，この間急伸したのが，中国・四国ならびに九州・沖縄であり，とりわ

け四国は，店舗数が4.2倍，販売額も3.7倍という激増ぶりである。つまり，大

手コンビニ・チェーンにとって，これまでは人口が集中する首都圏を中心に大

都市部で出店を繰り広げていたが，最近ではこれらの地域で店舗数が過密状態

に至ったため，店舗密度の低い四国・九州を射程に収め，店舗の外延的拡大を

進めている状況がうかがえる。

２．コンビニ業界の再編成

では，個々のコンビニ・チェーンは，現在はどのような戦略を進めているの

だろうか。

表２は，コンビニ資本上位10社の動向を表したものである。同表より，まず

第１に，コンビニ業界の寡占状態が明瞭になってきた点が挙げられる。業界

トップのセブン-イレブンを筆頭に，ローソンとファミリーマートの上位３社は，

いずれも総店舗数が１万店台を突破し，店舗数シェアはあわせて73％，売上高

シェアも76％と圧倒的である。中でも突出しているのはセブン-イレブンであ

り，店舗数のみならず，１店舗当たり平均日販が65.6万円と，他チェーンより

も10万円強も上回っており，２位のローソン以下を大きく引き離している。

第２に，いずれのチェーンも，東京系の大資本による系列化が進んでいる点

である。コンビニ形成の歴史的背景から，セブン-イレブンやサークルＫサン

クス，ミニストップ等のスーパー系と，山崎製パンやセコマ，ポプラといった

メーカー・卸売業系が上位を占めていることに変わりはない。しかし，百貨店

や総合スーパーの業績悪化を背景に，ローソンが2001年にダイエーから三菱商

事へ，ファミリーマートも1998年に西友から伊藤忠商事へと親会社の交代が起

きた結果，東京に本社を置く総合商社系が上位に出現するようになった24。こ

れら企業は，セブン-イレブンとともに，単なる小売事業にとどまらず，原材

24 ちなみに，大手総合商社との関係については，セブン-イレブンも三井物産と包括的
業務提携を結んでいる。
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料調達の段階に至るまで商品連鎖を掌握する方向性を強めており，おにぎりや

サンドイッチ，弁当等における専用工場を通じたオリジナル商品の開発・製造

や，カット野菜や惣菜にみられる他業態の取り込み，健康志向を意識した新た

な消費トレンドの追求等に力を入れているのが特徴的である。

第３に，コンビニ業界の分極化が進んでいる点である。2015年のチェーン別

店舗数を見ると，サークルＫサンクスを除く上位５社が店舗数を大幅に伸ばす

一方，スリーエフやポプラをはじめとするそれ以下のチェーンでは店舗数が絶

対的に減少しているのが分かる。また，表掲は省略したが，2015年の営業成績

についても，上位３社は増収増益を記録する一方，サークルＫサンクスとミニ

ストップは増収減益，それ以下は減益となっており，下位のチェーンは軒並み

苦境に立たされている。

このように，コンビニ業界全体で成長が鈍化し，大手資本と中堅・中小資本

との間で業績格差が生じる中，業界内部での統合・提携等の再編成が急速に進

められるようになっている25。その１つが，大手同士の大規模合併である。2001

年には，サークルＫがサンクスを子会社化し（３年後にサークルＫサンクスへ

商号変更），2009年にはファミリーマートがエーエム・ピ－エム・ジャパンを

買収した。さらに，2016年には，サークル K とサンクスを保有するユニーグ

ループとファミリーマートとが経営統合に合意し，ファミリーマートへ屋号が

一本化されることになった。これにより，ファミリーマートはローソンを抜い

て業界２位へ躍進する反面，サークルＫサンクスでは不採算店舗1000店の閉鎖

も同時に発表され，現場では動揺が広がっている26。他方，３位に転落したロー

ソンは，その直後に三菱商事による完全子会社化の方針が発表され，世界的な

食料調達や専用工場の増加，金融・電力小売サービスの展開等を通じて巻き返

しを図ろうとしている27。

加えて，大手による中堅チェーンの包摂や地方展開の動きも顕著になってい

25 「変わるコンビニ業界地図　ファミマ，セブンに挑戦」『高知新聞』2015年10月17日付。
26 「サークルＫサンクスがファミマとの統合前に大量閉鎖の裏事情」『ダイヤモンド・オ
ンライン』2016年 8 月22日（http://diamond.jp/articles/-/99452）。
27 「三菱商事，ローソンを子会社化　TOB検討」『日本経済新聞』2016年９月15日付。



13コンビニエンスストアの全国浸透と地域経済

る。2014年には，ローソンが地方チェーンのポプラやスリーエフと資本・業務

提携に乗り出す一方，翌年にはファミリーマートがココストアの買収に乗り出

した。さらに，コンビニ業界の枠を超えて，各地の地場スーパーとの提携が進

められている点も見逃せない。例えば，ローソンが沖縄の地場スーパー・サン

エーと共同出資でローソン沖縄を設立し，地元限定品の開発に着手する一方，

ファミリーマートは，５県で地元スーパーや JA，生協とコンビニ・スーパー

一体型店舗を登場させている28。このように，セブン-イレブンの独走に対して

ローソンとファミリーマートが追撃を試みる中，中堅コンビニの大手資本への

包摂や地場スーパーを巻き込んだ業界の再編劇が，現在繰り広げられている。

３．コンビニの現場：フランチャイズ契約と「本部－加盟店関係」

一方，大手チェーンが拡大していく上での大きな鍵は，本部と加盟店オー

ナーとの間で結ばれるフランチャイズ契約である。今度は，店舗増殖の手段と

してのフランチャイズ契約の内容に注目してみよう。

大手コンビニでは，表２の中にある売上高内訳が示すように，本部直営店は

ごくわずかであり，大半がオーナーとの FC 契約で占められている。したがっ

て，店舗拡大には，経営を担ってくれるオーナーを集めなければならず，本部

は各地でオーナー募集をかけて説明会を開催し，参加者にフランチャイズの仕

組みを紹介しながら，知識・経験がなくても経営者になれることをアピールす

るわけである。こうした勧誘を通じてコンビニ経営への挑戦を決断したオー

ナー候補は，開業時出資金や研修費，開業準備手数料等を用意した上で，10～

15年間のフランチャイズ契約を締結することになる。

なお，各社の契約概要を示したのが，表３である。加盟店契約には，大きく

分けて，店舗の土地・建物等を加盟店オーナーが自前で用意する A タイプと，

28 JAとは，2014年からAコープとコンビニとの一体型店舗を出店しているが，2016年に
は全農がFC契約を結び，全国の直売所でコンビニとの一体型店舗を増やしていく方針
を打ち出した（１号店は，愛媛県東温市。「JAの農産物直売所　ファミマ，一体型店舗」

『日本経済新聞』2016年４月25日付）。また，生協とは，みやぎ生協が宮城県七ヶ宿町と
三者で協定を結び，一体型店舗の展開方針が発表された（「生協，ファミマと一体店舗
宮城，生鮮食品も販売」『日本経済新聞』2016年７月28日付）。
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いずれも本部が提供する C タイプに分かれる。以前は酒販店等の個人経営者

がコンビニへと事業転換する前者のタイプが多かったが，近年では脱サラ組が

コンビニ経営に参入する後者のタイプが主流になっている。同表は，いずれも

C タイプの契約内容であり，加盟時に250～300万円を支払うことが条件になっ

ている。

契約締結後は，本部で経営店舗が用意され，60日ほどでオーナー研修や店内

設備ならびに従業員確保等，開店に向けた準備が進められる。こうして無事開

店に至るわけであるが，チェーンの商標・商号を活用し，本部の経営ノウハウ・

運営システムに従って営業を行うため，オーナーは営業開始直後から売上額の

一定割合をロイヤルティとして本部に支払う仕組みになっている。

このように，大手コンビニ資本は，レギュラー・チェーンのように自己資本

による投資を行わなくても，フランチャイズという非所有の契約関係を通じて

店舗を飛躍的に拡大することが可能なのである。ここで注意しなければならな

いのは，こうした契約関係は，本部が謳う加盟店との「共存共栄」とは裏腹に，

実際には双方の間で非対称な力関係が働いているという点である29。まず第１

29 ここでは，大手各社のフランチャイズ契約の要点と解説の他，本部と加盟店との軋
轢を歴史的に検討した川辺信雄「コンビニFCシステムにおける本部対加盟店の軋轢と

表３　コンビニ各社の契約とロイヤルティ

セブン-イレブン
（Cタイプ）

ローソン
（Cn契約）

ファミリーマート
（2FC-Nタイプ）

サークルKサンクス
（SC3タイプ）

加盟金 255万円 307.5万円 307.5万円 300万円
契約期間 15年 10年 10年 10年

ロイヤルティ

売上総利益 チャージ 総粗利益高 チャージ 営業総利益

本部フィー

売上総利益額 ロイヤル
ティ

開店 
5年目 
まで

6年目 
以降

～250万円 54% ～300万円 45% ～300万円 59% 57% ～240万円 37%
250万～400万円 64% 300万～450万円 70% 300万～550万円 63% 60% 240万～340万円 57%
400万～550万円 69% 450万円～ 60% 550万円～ 69% 66% 340万円～ 62%
550万円～ 74%

注： いずれも本部が用意した店舗で加盟者が契約するタイプ。24時間営業の場合。売上総利益は1ヵ月分。 
ロイヤルティは，総利益の各階層部分に率をかけたものを合算して算出される。

出所：各社フランチャイズ契約の要点と概説（2015年版）より作成。
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に，契約時点での情報格差や本部側による不適切な情報提供が挙げられる。上

記のように，オーナー候補は店舗経営の未経験者が多数派であり，契約現場は

いわば「プロと素人が最初に出会う場」になりやすい。しかし，加盟前に十分

な情報が提供されているとはいいがたく，出店場所での具体的な売上・収益予

測も示されないため，オーナー側は本部の説明する限られた情報を基に判断せ

ざるをえない。したがって，開店後の重労働や現実の売上の厳しさをオーナー

が実感するにつれ，次第にトラブルに発展するケースが続発している。

第２に，加盟後における本部の指揮権，具体的には店舗経営の自立性の制約

ならびにいわゆる「コンビニ会計」を基本とする財務支配である。例えば，営

業時間については，契約期間中は年中無休で24時間営業を原則としており，い

かなる都合があっても短縮営業はほぼ認められない。また発注権限についても，

オーナーの自由裁量はほとんどなく，本部の指示にしたがって提示された仕入

値のままで日々発注を行う。チェーン全体では大量調達によるコストダウンが

予想されるものの，店舗の仕入値にはそうした効果は一切見受けられず，請求

書・領収書も非開示である等，適正価格の観点からの不透明性も付きまとって

いる30。

一方，会計面では，まず高率のロイヤルティが指摘できる。表３が示すよう

に，いずれのチェーンも，Ｃタイプでは粗利益の５割以上を本部に支払う義務

があり，売上が高い部分については率も上がっていくことが容易に見て取れ

る31。しかも，注意しなければならないのは，ロイヤルティ計算の基礎となる

粗利益は，実際の売上高ではなく，棚卸・廃棄ロスが省かれた「純売上高」で

調整　　その歴史的考察　　」『早稲田商学』第423号，2010年３月，さらに本間重紀編，
前掲書，植田忠義，前掲『 ｢激変の時代｣ のコンビニフランチャイズ』，三宮貞雄，前掲
書で紹介されたオーナー問題を参考に整理して記述している。
30 この問題については，加盟店オーナーがセブン-イレブンに仕入代金開示を求めた訴
訟で，2008年に最高裁が報告義務があるとする判決を下した。同訴訟では，一部商品
で加盟店の仕入値がディスカウントストアの店頭価格を下回るケースが根拠になった

（「最高裁『加盟店に仕入れ代開示を』 システム改修負担発生も　セブン-イレブン」『日
経流通新聞』2008年７月７日付）。
31 一方，土地・建物を自前で用意するＡタイプのロイヤルティは，Ｃタイプに比べて一
般に低めに設定されている。例えば，セブン-イレブンでは43％，ローソン34％である。
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算出される点である。つまり，この方式では，本来の売上高よりも粗利益が膨

らみ，発注量が増える分だけ本部のロイヤルティも嵩上げされる反面，加盟店

側は一連のロスが費用として加算されるため，可処分所得がさらに目減りする

仕組みになっているのである。さらに，コンビニ特有の「オープン・アカウン

ト」という会計システムも，加盟店には不利に働いている。これは，指定口座

に売上を入金して本部が売上を一括管理し，債権債務を相互相殺した上で，残

余の金額が加盟店へ流れるというシステムである。仮に仕入代金・ロイヤル

ティ・営業経費・引出金が出資資本金を上回る場合には，本部から加盟店に対

して与信がなされる仕組みとなっている。しかし，この与信は，通常の店舗で

は無利子の買掛金に該当するものであり，加盟店の会計処理代行と本部への利

払いを通じた債務の追加負担を通じて，加盟店が貸金によって拘束される仕組

みにもつながっている。つまり，店舗経営や会計を通じた加盟店の義務負担か

らは，コンビニ店舗の「独立した経営」が虚構にすぎず，オーナーは本部の指

揮下で働く労働者に近い存在にならざるをえないと判断できよう。

このように「独立した経営」からはほど遠い制約された自立性の中，加盟店

オーナーの間では苦悩や不満を抱く者が拡がっている。例えば，オーナーの収

入は，売上純利益から高率のロイヤルティを本部に支払った残余が充てられる

が，実はそこから人件費や光熱費，廃棄費用を支払わなければならないため，

実際の可処分所得は僅少なレベルに陥らざるをえない。また，オープン・アカ

ウントの下で売上額を毎日本部に送金しているが，売上状況によっては加盟店

の資金不足や債務累積が発生するケースも生じている。したがって，各店舗で

は限られた裁量の中で経営努力をせざるを得ないが，営業時間の決定権は本部

にあるため，年中無休の長時間加重労働に日々追われ，身体的にも精神的にも

苦痛を強いられている。しかも，当初は好業績を上げた店舗であっても，オー

ナーにテリトリー権は認められていないため，高収益地域では他チェーンのみ

ならず同一チェーン本部が事前予告なしに近隣に出店するケースも後をたたず，

競業激化を背景とする売上・可処分所得の低下も発生している。このような中，

社会保険に未加入のオーナーが近年問題視されており，現行のシステムでロイ

ヤルティに加えて加盟店の費用負担が求められれば，たちまち店舗経営が行き
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詰まる可能性も指摘されている32。

したがって，コンビニ経営の多くは持続的・安定的な経営が困難であり，オー

ナーの中には本部の指導に抵抗する者や，経営を続けられずに閉店を決意する

者も表れることになる。表４は，大手４社の契約更新率の推移を示したもので

あるが，セブン-イレブンを除けば，更新率は年々低下し，いずれも８割を下

回る状態になっている。その結果，先の表２が示すように，2015年の既存店の

退店数は新規出店数の２～５割と，いわば「多産多死」状態の中でコンビニが

全国に浸透しているのである。中には，契約期間を満たさずに契約解消を求め

るオーナーも出現しているが，その場合には本部からオーナーに売上２ヵ月分

の莫大な違約金が請求されるため，表５が示すように，本部－加盟店間で訴訟

も発生している。同表によると，大手４社の訴訟件数は過去５年間に42件発生

しており，うち加盟店側が24件，本部側が18件に及んでいる。

32 「（特集）コンビニが分水嶺に立った日」『販売革新』2016年５月号，42頁。

表４　コンビニ各社の契約更新率の推移
単位：％

セブン-イレブン
ローソン ファミリーマート サークルK

サンクス15年更新 30年更新

2012年度 93.5 95.2 82.8 75.5 78.7
2013年度 95.8 95.5 78.3 74.3 75.7
2014年度 94.2 96.0 79.4 70.4 74.3

注：契約更新率＝契約更新店舗数／契約満了店舗数×100。
出所：各社フランチャイズ契約の要点と概説（2015年版）より作成。

表５　コンビニ各社の訴訟件数

加盟店側提訴 本部側提訴
セブン-
イレブン ローソン ファミリー

マート
サークルK
サンクス

セブン-
イレブン ローソン ファミリー

マート
サークルK
サンクス

2010年度 7 3 1 1 0 0 3 2
2011年度 2 0 0 1 0 0 2 3
2012年度 2 1 0 0 0 0 1 2
2013年度 2 3 0 0 0 0 1 1
2014年度 1 0 0 0 1 0 1 1

出所：各社フランチャイズ契約の要点と概説（2015年版）より作成。



18 高知論叢　第113号

加盟店側のこうした不満の広がりに対して，チェーン本部側も，次第に事態

を無視できなくなっている。その一例として，公正取引委員会の排除措置命令

を受けたセブン-イレブンが，廃棄ロスの15％を本部が負担するようになった

のを皮切りに，ローソンやファミリーマートもそれに追随するといった動きが

挙げられる。しかし，こうした対応策によって，加盟店の発注が増えれば本部

に増収効果がもたらされるとともに，新しい契約ではロイヤルティの引き上げ

という「ムチ」も繰り出される等，加盟店支配に基づく本部の収益最大化路線

に大きな変更はないといえる33。

以上のように，チェーン本部の指揮監督下で，加盟店オーナーは自立的経営

から疎外され，日々の経営・生活では大きな苦労を強いられている。反面，現

場でのこうした状況とは対照的に，本部は店舗展開のスクラップ＆ビルドを通

じて全国展開を着々と進め，ロイヤルティを通じた本部・東京への利益還流と

チェーンの肥大化が進行している。では，こうしたコンビニの全国浸透は，出

店先の各地域にどのような影響を及ぼしているのだろうか。次章からは最後発

地域である高知県に焦点を当て，具体的に検討してみたい。

Ⅱ　高知県におけるコンビニの浸透過程

１．高知県の商業構造とコンビニの位置関係

最初に，高知県内における食品小売業全体の業態別推移を，表６より概観し

ておこう。まず，店舗数から見ていくと，1994～2014年の20年間でトータルで

は約１万3000店から6500店へと半減しているのが容易に分かる。とりわけ減少

数が多いのが食料品専門店ならびに中心店であり，20年間で65％もの落ち込み

を見せている。他方で，この間増えてきたのが，食料品スーパーと終日営業の

コンビニである。特にコンビニについては，同期間でおよそ40倍まで激増して

いるのが目立っている。加えて，1994年時点では捕捉のなかったドラッグスト

アが統計上のカテゴリーとして登場し，新たなライバルの登場に伴って小売業

33 「（特集）コンビニを科学する」『週間ダイヤモンド』2016年10月29日号，61頁。
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界の競争に拍車がかかっている様子がうかがえる34。

また，年間販売額についても，食料品専門店・中心店とスーパー・コンビ

ニ・ドラッグストアの動向は対照的である。とりわけコンビニについては，こ

の20年間で55倍もの伸びを記録した結果，小売業全体に占めるシェアは2014年

で4.3％に達し，専門店・中心店を追い抜き，食料品スーパー（19％）に次ぐ

地位へと成長している。コンビニの商店数・売場面積シェアは，いまだ２％に

過ぎないものの，コンビニが食品小売市場においてプレゼンスを高めてきたこ

とが推察される。

もう１つ注目すべき点は，労働市場の動きである。表６より，小売業に占め

るコンビニの従業者シェアが6.5％まで高まっており，地域内部でコンビニ関

連雇用が着実に増えている。そこで，県内食品小売業における常用雇用者の推

移を示した表７を基に，詳しく検討してみよう。同表によると，2002～14年の

34 ちなみに，高知県でドラッグストアが初登場したのは1986年で，90年代以降増加する
ようになった。特に最近では県外資本のドラッグストアが増加し，薬局のみならず，スー
パー等との競合も警戒されるようになっていった（「増えるドラッグストア，薬局や量
販店と競合」『高知新聞』1994年 5 月30日付）。

表７　高知県内食料品関連小売業における常用雇用者の推移
単位：人，％

実　数 増減率（2002～14年） パート・アルバイト比率

計
計 2002年 2014年正社員・正職員 パート･アルバイト等 正社員・

正職員
パート･

アルバイト等2002年 2014年 2002年 2014年 2002年 2014年
県内小売業　総計 38,472 30,886 16,718 12,449 21,754 18,437 ▲19.7 ▲25.5 ▲15.2 56.5 59.7

う
ち
食
料
品
関
連

百貨店 428 118 282 118 146 0 ▲72.4 ▲58.2 ▲100.0 34.1 0.0
総合スーパー 1,602 686 422 138 1,180 548 ▲57.2 ▲67.3 ▲53.6 73.7 79.9
食料品スーパー 6,674 7,098 1,990 1,443 4,684 5,655 6.4 ▲27.5 20.7 70.2 79.7
コンビニエンスストア
（終日営業店） 1,615 2,322 91 169 1,524 2,153 43.8 85.7 41.3 94.4 92.7

ドラッグストア 751 996 268 239 482 757 32.6 ▲10.8 57.1 64.2 76.0
食料品専門店 3,813 1,650 1,328 681 2,485 969 ▲56.7 ▲48.7 ▲61.0 65.2 58.7
食料品中心店 2,018 1,175 794 462 1,224 713 ▲41.8 ▲41.8 ▲41.7 60.7 60.7

注：合計は，食料品以外を含む県内小売業全体。細目は，食料品を取り扱う小売業態のみを抽出。
出所：経済産業省大臣官房調査統計グループ『商業統計表　業態別統計編』各年版より作成。
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間に常用雇用者総数は約２割減少しているが，その中でも食料品スーパーとコ

ンビニ，ドラッグストアでは，逆に雇用が拡大しているのが確認できる。中で

も増加の牽引役となってきたのが，コンビニとドラッグストアであり，12年間

でそれぞれ44％，33％の増加を記録している。

さらに，雇用面の内実を掘り下げるべく，常用雇用者の内訳を正規・非正規

別に検討してみよう。すると，食料品スーパーとドラッグストアは，正社員の

減少をパート・アルバイトの増加で補充しているのに対して，コンビニでは正

社員とパート・アルバイトの双方で雇用が増える結果となった。ただし，常用

雇用者全体に占めるパート・アルバイト比率に着目すると，コンビニでは９割

強がパート・アルバイトと圧倒的多数を占め，正社員は少数派にすぎないこと

がうかがえる。したがって，コンビニの店舗数の増加は，確かに県内において

関連雇用の増加を生み出したものの，その大半は非正規雇用の増加にすぎず，

そのことが他業態・他業種を含めたパート・アルバイトの労働需要に影響を及

ぼすようになったことが推察される。

以上のように，1990年代以降，高知県では食品小売業が全般的に縮小傾向に

ある中，コンビニが次第にプレゼンスを高めてきており，県内の小売販売市場

表７　高知県内食料品関連小売業における常用雇用者の推移
単位：人，％

実　数 増減率（2002～14年） パート・アルバイト比率

計
計 2002年 2014年正社員・正職員 パート･アルバイト等 正社員・

正職員
パート･

アルバイト等2002年 2014年 2002年 2014年 2002年 2014年
県内小売業　総計 38,472 30,886 16,718 12,449 21,754 18,437 ▲19.7 ▲25.5 ▲15.2 56.5 59.7

う
ち
食
料
品
関
連

百貨店 428 118 282 118 146 0 ▲72.4 ▲58.2 ▲100.0 34.1 0.0
総合スーパー 1,602 686 422 138 1,180 548 ▲57.2 ▲67.3 ▲53.6 73.7 79.9
食料品スーパー 6,674 7,098 1,990 1,443 4,684 5,655 6.4 ▲27.5 20.7 70.2 79.7
コンビニエンスストア
（終日営業店） 1,615 2,322 91 169 1,524 2,153 43.8 85.7 41.3 94.4 92.7

ドラッグストア 751 996 268 239 482 757 32.6 ▲10.8 57.1 64.2 76.0
食料品専門店 3,813 1,650 1,328 681 2,485 969 ▲56.7 ▲48.7 ▲61.0 65.2 58.7
食料品中心店 2,018 1,175 794 462 1,224 713 ▲41.8 ▲41.8 ▲41.7 60.7 60.7

注：合計は，食料品以外を含む県内小売業全体。細目は，食料品を取り扱う小売業態のみを抽出。
出所：経済産業省大臣官房調査統計グループ『商業統計表　業態別統計編』各年版より作成。
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表８　高知県内におけるコンビニの出店動向
単位：人，店，％

実　数 構成比
コンビニの店舗密度

人　口 コンビニ店舗数 人　口 コンビニ店舗数
1995年 2005年 2015年 1995年 2005年 2015年 1995年 2005年 2015年 1995年 2005年 2015年 1995年 2005年 2015年

高知県計 816,704 796,292 728,461 103 244 298 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 7,929 3,263 2,445
高知市 339,864 348,990 337,360 59 122 154 41.6 43.8 46.3 57.3 50.0 51.7 5,760 2,861 2,191
南国市 48,245 50,758 47,999 4 15 24 5.9 6.4 6.6 3.9 6.1 8.1 12,061 3,384 2,000
四万十市 38,991 37,917 34,315 5 13 15 4.8 4.8 4.7 4.9 5.3 5.0 7,798 2,917 2,288
香美市 31,023 30,257 27,541 4 11 14 3.8 3.8 3.8 3.9 4.5 4.7 7,756 2,751 1,967
土佐市 30,723 30,011 27,065 3 11 13 3.8 3.8 3.7 2.9 4.5 4.4 10,241 2,728 2,082
須崎市 28,742 26,039 22,598 6 10 11 3.5 3.3 3.1 5.8 4.1 3.7 4,790 2,604 2,054
宿毛市 25,919 24,397 20,919 3 10 9 3.2 3.1 2.9 2.9 4.1 3.0 8,640 2,440 2,324
いの町 30,079 27,068 22,735 3 8 7 3.7 3.4 3.1 2.9 3.3 2.3 10,026 3,384 3,248
香南市 31,481 33,541 32,979 4 10 7 3.9 4.2 4.5 3.9 4.1 2.3 7,870 3,354 4,711
安芸市 22,377 20,348 17,602 2 2 5 2.7 2.6 2.4 1.9 0.8 1.7 11,189 10,174 3,520
室戸市 21,430 17,490 13,523 1 4 5 2.6 2.2 1.9 1.0 1.6 1.7 21,430 4,373 2,705
四万十町 23,081 20,527 17,320 3 4 4 2.8 2.6 2.4 2.9 1.6 1.3 7,694 5,132 4,330
芸西村 4,383 4,208 3,850 - 2 3 0.5 0.5 0.5 - 0.8 1.0 - 2,104 1,283
土佐清水市 19,582 17,281 13,780 - 2 3 2.4 2.2 1.9 - 0.8 1.0 - 8,641 4,593
黒潮町 15,024 13,437 11,221 - - 3 1.8 1.7 1.5 - - 1.0 - - 3,740
佐川町 15,148 14,447 13,114 1 3 3 1.9 1.8 1.8 1.0 1.2 1.0 15,148 4,816 4,371
津野町 7,554 6,862 5,796 1 3 3 0.9 0.9 0.8 1.0 1.2 1.0 7,554 2,287 1,932
仁淀川町 8,919 7,347 5,543 - - 2 1.1 0.9 0.8 - - 0.7 - - 2,772
中土佐町 9,321 8,320 6,807 1 2 2 1.1 1.0 0.9 1.0 0.8 0.7 9,321 4,160 3,404
越知町 7,803 6,952 5,797 1 2 2 1.0 0.9 0.8 1.0 0.8 0.7 7,803 3,476 2,899
北川村 1,650 1,478 1,294 1 1 1 0.2 0.2 0.2 1.0 0.4 0.3 1,650 1,478 1,294
田野町 3,575 3,236 2,734 - 1 1 0.4 0.4 0.4 - 0.4 0.3 - 3,236 2,734
奈半利町 4,291 3,727 3,285 - 1 1 0.5 0.5 0.5 - 0.4 0.3 - 3,727 3,285
大豊町 6,979 5,492 3,966 - - 1 0.9 0.7 0.5 - - 0.3 - - 3,966
本山町 4,901 4,374 3,579 - 1 1 0.6 0.5 0.5 - 0.4 0.3 - 4,374 3,579
土佐町 5,292 4,632 3,999 - 1 1 0.6 0.6 0.5 - 0.4 0.3 - 4,632 3,999
大月町 7,422 6,437 5,100 - - 1 0.9 0.8 0.7 - - 0.3 - - 5,100
日高村 6,105 5,895 5,026 - 3 1 0.7 0.7 0.7 - 1.2 0.3 - 1,965 5,026
梼原町 4,998 4,625 3,608 - 1 1 0.6 0.6 0.5 - 0.4 0.3 - 4,625 3,608
東洋町 4,068 3,386 2,583 - 1 - 0.5 0.4 0.4 - 0.4 - - 3,386 -
安田町 3,826 3,297 2,636 1 - - 0.5 0.4 0.4 1.0 - - 3,826 - -

注：コンビニの店舗密度は，1 店舗当たり人口で算出している。
　　2015年のコンビニ不在地域は，馬路村，大川村，三原村，東洋町，安田町（34のうち５自治体）。
出所：NTT『タウンページ』各年版，総務省統計局『国勢調査報告』各年版より作成。
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表８　高知県内におけるコンビニの出店動向
単位：人，店，％

実　数 構成比
コンビニの店舗密度

人　口 コンビニ店舗数 人　口 コンビニ店舗数
1995年 2005年 2015年 1995年 2005年 2015年 1995年 2005年 2015年 1995年 2005年 2015年 1995年 2005年 2015年

高知県計 816,704 796,292 728,461 103 244 298 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 7,929 3,263 2,445
高知市 339,864 348,990 337,360 59 122 154 41.6 43.8 46.3 57.3 50.0 51.7 5,760 2,861 2,191
南国市 48,245 50,758 47,999 4 15 24 5.9 6.4 6.6 3.9 6.1 8.1 12,061 3,384 2,000
四万十市 38,991 37,917 34,315 5 13 15 4.8 4.8 4.7 4.9 5.3 5.0 7,798 2,917 2,288
香美市 31,023 30,257 27,541 4 11 14 3.8 3.8 3.8 3.9 4.5 4.7 7,756 2,751 1,967
土佐市 30,723 30,011 27,065 3 11 13 3.8 3.8 3.7 2.9 4.5 4.4 10,241 2,728 2,082
須崎市 28,742 26,039 22,598 6 10 11 3.5 3.3 3.1 5.8 4.1 3.7 4,790 2,604 2,054
宿毛市 25,919 24,397 20,919 3 10 9 3.2 3.1 2.9 2.9 4.1 3.0 8,640 2,440 2,324
いの町 30,079 27,068 22,735 3 8 7 3.7 3.4 3.1 2.9 3.3 2.3 10,026 3,384 3,248
香南市 31,481 33,541 32,979 4 10 7 3.9 4.2 4.5 3.9 4.1 2.3 7,870 3,354 4,711
安芸市 22,377 20,348 17,602 2 2 5 2.7 2.6 2.4 1.9 0.8 1.7 11,189 10,174 3,520
室戸市 21,430 17,490 13,523 1 4 5 2.6 2.2 1.9 1.0 1.6 1.7 21,430 4,373 2,705
四万十町 23,081 20,527 17,320 3 4 4 2.8 2.6 2.4 2.9 1.6 1.3 7,694 5,132 4,330
芸西村 4,383 4,208 3,850 - 2 3 0.5 0.5 0.5 - 0.8 1.0 - 2,104 1,283
土佐清水市 19,582 17,281 13,780 - 2 3 2.4 2.2 1.9 - 0.8 1.0 - 8,641 4,593
黒潮町 15,024 13,437 11,221 - - 3 1.8 1.7 1.5 - - 1.0 - - 3,740
佐川町 15,148 14,447 13,114 1 3 3 1.9 1.8 1.8 1.0 1.2 1.0 15,148 4,816 4,371
津野町 7,554 6,862 5,796 1 3 3 0.9 0.9 0.8 1.0 1.2 1.0 7,554 2,287 1,932
仁淀川町 8,919 7,347 5,543 - - 2 1.1 0.9 0.8 - - 0.7 - - 2,772
中土佐町 9,321 8,320 6,807 1 2 2 1.1 1.0 0.9 1.0 0.8 0.7 9,321 4,160 3,404
越知町 7,803 6,952 5,797 1 2 2 1.0 0.9 0.8 1.0 0.8 0.7 7,803 3,476 2,899
北川村 1,650 1,478 1,294 1 1 1 0.2 0.2 0.2 1.0 0.4 0.3 1,650 1,478 1,294
田野町 3,575 3,236 2,734 - 1 1 0.4 0.4 0.4 - 0.4 0.3 - 3,236 2,734
奈半利町 4,291 3,727 3,285 - 1 1 0.5 0.5 0.5 - 0.4 0.3 - 3,727 3,285
大豊町 6,979 5,492 3,966 - - 1 0.9 0.7 0.5 - - 0.3 - - 3,966
本山町 4,901 4,374 3,579 - 1 1 0.6 0.5 0.5 - 0.4 0.3 - 4,374 3,579
土佐町 5,292 4,632 3,999 - 1 1 0.6 0.6 0.5 - 0.4 0.3 - 4,632 3,999
大月町 7,422 6,437 5,100 - - 1 0.9 0.8 0.7 - - 0.3 - - 5,100
日高村 6,105 5,895 5,026 - 3 1 0.7 0.7 0.7 - 1.2 0.3 - 1,965 5,026
梼原町 4,998 4,625 3,608 - 1 1 0.6 0.6 0.5 - 0.4 0.3 - 4,625 3,608
東洋町 4,068 3,386 2,583 - 1 - 0.5 0.4 0.4 - 0.4 - - 3,386 -
安田町 3,826 3,297 2,636 1 - - 0.5 0.4 0.4 1.0 - - 3,826 - -

注：コンビニの店舗密度は，1 店舗当たり人口で算出している。
　　2015年のコンビニ不在地域は，馬路村，大川村，三原村，東洋町，安田町（34のうち５自治体）。
出所：NTT『タウンページ』各年版，総務省統計局『国勢調査報告』各年版より作成。
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と労働市場に影響を与える状況が浮かび上がってきた。では，地理的に見ると，

コンビニは県内でどのように拡がってきたのだろうか。

表８は，NTT『タウンページ』を素材に，高知県内のコンビニの分布を過

去20年間フォローしたものである。同データは，24時間営業の大手コンビニ・

チェーンのみならず，ボランタリー・チェーンの店舗や家族経営の「自称コ

ンビニ」も含まれており，行政や業界が公表する統計データよりも幅広く捕

捉されていると考えられる。そこで，「広義のコンビニ」という観点から県内

の動きを追ってみると，1995～2015年の間にコンビニ店舗数は103店から298店

へ，実に３倍も増加していることがまず指摘できる。と同時に，市町村別に下

向してみると，コンビニ出店地域は，1995年の18自治体から2015年の29自治体

まで拡がっており，今やコンビニ不在地域は，県東部の馬路村・東洋町・安田

町，県北部の大川村，県西部の三原村のわずか５自治体に過ぎない。その意味

で，他地域に比べて大手コンビニの影響力の比較的弱かった高知県においても，

コンビニという小売形態が県内で浸透してきたことがうかがえる。

とはいえ，コンビニの普及は，県内一律ではなく，きわめて不均等な形で進

んできたことにも留意する必要がある。同表より，出店数を市町村ごとに比

較すると，人口・産業の集積する県中央部（高知市，南国市，香美市，土佐

市，須崎市）ならびに県西部の中心都市（四万十市）において店舗が集中して

おり，上位６自治体の店舗数シェアは常に８割弱を占める等，人口の県内シェ

ア（68.2％）以上にその偏在ぶりは明らかである。中でも，高知市は，県全体の

店舗数の過半が集中する他，同市東隣の南国市（20年間で６倍）と香美市（同3.5

倍），西隣の土佐市（同4.3倍）でも急増を見せる等，県都・高知市を核にコンビ

ニが外延的に拡大してきた様子が読み取れる。

さらに，表９より，各地域のコンビニ店舗密度を測るために，店舗数と域内

人口とを照らし合わせてみよう。県全体では，コンビニ１店舗当たり人口は，

1995年には約8000人であったのが，2015年には2500人弱にまで大幅に下落して

いるのが注目される。中でも，コンビニが過半のシェアを占める高知市では，

この間5760人から2200人弱まで低下しており，県平均よりも店舗密度が高いこ

とが見て取れる。コンビニ業界では，出店余力のある人口規模は１店舗当たり
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3000人といわれており，そのような業界指標からすれば，もはや高知県におい

てもコンビニは出店飽和状態に達していると判断できよう35。とりわけ，店舗

数の最も多い高知市では，近年のセブン-イレブンの新たな出店攻勢を背景に，

地域内でさらなる過当競争が進行中であることが予想される。

２．高知市内におけるコンビニ業界の構造変化

では，高知におけるコンビニ業界は，この間どのように推移してきたのだろ

うか。ここでは，県内最大のコンビニ出店地域である高知市に焦点を当て，コ

ンビニ普及のプロセスと内実の変化を歴史段階的に追跡してみよう。

（1）「地場コンビニ」の登場：1980年代～90年代中盤

高知でコンビニが初登場したのは，1980年代初頭にさかのぼる。当時の出店

の仕掛け人は，いずれも地場スーパーであった。まず，ダイエーとフランチャ

イズ契約を結んでいた高知スーパーが，1979年に「セブン・デイズ」の名称で

35 一例として「（特集）コンビニが分水嶺に立った日」『販売革新』2016年 5 月号，40-41頁。

表９　高知市内におけるコンビニのチェーン別推移
単位：店，％

1995年 2005年 2015年
チェーン名 店数 比率 チェーン名 店数 比率 チェーン名 店数 比率

スパー 28 47.5 ローソン 30 24.6 ローソン 55 35.7
サンライフ 8 13.6 サークルK 20 16.4 ファミリーマート 42 27.3
オアシス 3 5.1 サンクス 15 12.3 サークルK 35 22.7
マイショップ 2 3.4 スリーエフ 12 9.8 セブン-イレブン 7 4.5
その他 18 30.5 スパー 11 9.0 スリーエフ 3 1.9

ファミリーマート 7 5.7 サンクス 2 1.3
Yショップ 4 3.3 その他 10 6.5
サンライフ 3 2.5
モンマート 2 1.6
その他 18 14.8

計 59 100.0 計 122 100.0 計 154 100.0
注：「その他」は1店舗のみの合計。
出所：NTT『タウンページ』各年版より作成。
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売場面積124㎡のコンビニを高知市内に開店し，81年には系列の高知通商を通

じてミニスーパーをオープンさせた36。続いて，県内最大手のサニーマートが，

1980年にコンビニ出店計画を発表し，82年に売場面積100㎡のスパー御座店を

オープンさせた37。いずれのスーパー資本も，第２種大型小売店舗に該当する

店舗面積500～1500㎡の中型店を展開していたが，1979年施行の改正大店法の

規制強化で，これら中型店の出店も規制の網にかかることになった。そこで，

スーパー事業の補完的役割として，大店法の対象外で小回りのきく店舗の出店

に乗り出したのが，これら地場スーパーのコンビニ事業着手へ至る大きな背景

であった38。

このような中，高知県内で次第に存在感を発揮していくようになるコンビニ

が，上記サニーマート系列のスパーであった。サニーマートは，1980年にボラ

ンタリー・チェーンの全日本スパー本部に加盟後，社内にコンビニエンス部門

を新設するとともに，高知市内に配送センターを整備する等，同社における新

たな戦略の柱としてコンビニ事業に本格的に取り組んでいった39。日常生活の

必需品を中心に3000品目を揃え，午前７時から午後11時までの年中無休の店と

して，スパーは「家庭の冷蔵庫代わりに」をアピールする地場コンビニとして

の地位を次第に確立していったのである40。

もっとも，改正大店法以降のこうしたコンビニやミニスーパーの出店ブーム

は，地元の小規模商店主にとっては新たな脅威をもたらす存在でもあった。そ

のため，高知商工会議所の「大型店対策特別委員会」では，高知市内への大型

店出店対策とならんで，コンビニも俎上に載せられ，法的規制を免れて過当競

争を続ける存在として警戒されるようになった。また，このような背景から，

行政側でも，コンビニ等の出店の際には各市町村へ事前届け出を求める行政指

36 「高知スーパー，コンビニに乗り出す」『日経流通新聞』1979年12月13日付，「ミニ出店
志向へ　高知市のスーパー業界相次ぎ計画」『高知新聞』1981年12月３日付。
37 「県下もミニスーパー時代 《サニーマート》80カ所の出店計画」『高知新聞』1982年３
月７日付。
38 「ミニ出店志向へ　高知市のスーパー業界相次ぎ計画」『高知新聞』1981年12月３日付。
39 「サニーマート“便利店”出店へ」『高知新聞』1980年10月15日付。
40 「コンビニエンスストア　スパー御座店」『高知新聞』1982年 9 月 2 日付。
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導を高知県が課すようになり，それ以後こうした新業態の出店動向が注視され

ていくようになっていった41。

では，当時のコンビニ地図は，どのような形をとっていたのだろうか。表９

は，高知市内のコンビニ出店動向を，チェーン別に整理したものである。これ

によると，1995年時点で最も多かった店舗はスパーであり，全体の半数近くを

占めていた。他には，サンライフやオアシス，マイショップといった中堅のボラ

ンタリー・チェーンが上位を占める一方，大手チェーンは当時は皆無であった。

加えて，注目すべきは，「その他」の多さである。この中には，チェーンに含ま

れない個人経営の酒販店や弁当・惣菜店等が，メインの営業の延長線上でコン

ビニを名乗る「自称コンビニ」が含まれていた。こうした単独店を含め，1990

年代半ばまでは，いわば「地場コンビニ」が主流の時代であったと判断できる。

あわせて，この時期の出店エリアについても確認しておこう。表10は，コン

ビニ出店エリアの大街区域別推移を纏めたものである。1995年の時点では，都

心周辺の江の口，潮江，旭街とともに，市内西端の朝倉地区と南端の長浜地区

において数多く出店していたことが読み取れる。いずれも市内では人口の多い

郊外住宅地であることから，当時は，スーパーの出店が乏しい市内周辺部を中

心にコンビニが出店する傾向があったといえる。

（2）大手資本の進出と「第１次コンビニ戦争」：1990年代中盤～2000年代

こうした「地場コンビニ」中心の構造が急速に崩れていったのが，1990年代

後半である。まず，1996年にローソンが高知事務所を開設して市場調査を開始

し，翌年７月には全国46番目の出店に漕ぎ着けた。初出店時は，県内５店舗（う

ち高知市内２店舗）でスタートしたが，いずれの店舗も県内では珍しい24時間

営業で，３年後には80店まで店舗を拡大する計画が発表されたことから，県内

流通業界にとっての「黒船」襲来と受け止められた42。また，ローソン初出店

41 「規制外スーパーの展開，大型店と並び問題化　高知商議所特別委で対策論議」『高知
新聞』1981年 4 月23日付，「大型店規制の網逃れてミニスーパーどっと　中堅・地方が先
行」『日本経済新聞』1982年 3 月25日付。
42 「大手コンビニ，ローソン県内進出か」『高知新聞』1996年 9 月 5 日付，「ローソン，県
内 5 店舗オープン」『高知新聞』1997年 7 月10日付。
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の４ヵ月後には，松山市に本社を置くサンクス西四国によるサンクスの出店も

開始され43，３年以内に30店舗出店という目標が公表された。さらに，翌年５

月にはサークルＫが新規出店した他44，2004年にはファミリーマートも高知市

内へ出店し，２年余りの期間に四国全体で200店舗体制にする方針があわせて

伝えられた45。

では，なぜこの時期に大手コンビニの相次ぐ出店が生じたのだろうか。まず

第 1 に，高速道路の延伸に伴う物流条件の変革が挙げられる。高知自動車道は，

高知県東部の大豊－南国間に続いて，1992年に四国山地を貫く愛媛県川之江－

高知県大豊間がようやく開通したことで，瀬戸内側と太平洋側とを縦断する交

通ルートが誕生することになった。これにより，工場や配送センターが立地す

る瀬戸内側から高知県内へ向けた商品輸送が容易になり，ローソンは香川県の

物流センターから，サークルＫも愛媛県新居浜市から，１日３便体制で各店舗

へ配送することが可能になった46。また，当初は岡山県から商品を供給してい

たため，配送がネックで出店が進まなかったファミリーマートも，2004年には

香川県観音寺市に配送拠点を設置することによって，こうした問題をクリアし

ていった47。

もう１つは，コンビニ特有の集中出店方式である。一般にコンビニ・チェー

ンは，50店以上の店舗数がなければ，配送・弁当工場の採算がとれないといわ

れているため，出店エリアをむやみに拡げて物流コストを増やすのではなく，

一定エリアでの集中出店を通じて商圏を面的に支配する戦略を採っている48。

したがって，1994年時点で四国 3 県に152店も出店していたローソンが，高知

県内では皆無であったのは，同社の担当者が語るように「既存エリアで点から

43 「高知市にきょう 2 店開店，コンビニの『サンクス』」『高知新聞』1997年11月 7 日付。
44 「サークルケイの高知 1 号店がオープン」『高知新聞』1998年 5 月16日付。
45 「ファミリーマート，高知市に 1 号店開店」『高知新聞』2004年10月 6 日付。
46 サークルケイ四国の専務によると「高知自動車道がなければ，高知出店は考えられな
かった」と話している。「大手コンビニ，四国で出店攻勢　店舗数， 2 年で 4 割増」『日
本経済新聞』1998年 4 月18日付。
47 「ファミリーマート，四国に本格進出　コンビニの競争加速」『日本経済新聞』2003年
12月10日付，「ファミリーマート，高知市に１号店開店」『高知新聞』2004年10月６日付。
48 「コンビニ店舗数20％増」『日本経済新聞』1999年８月31日付。
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線へ，さらに面へと多店舗化を進めるのが戦略。新たにエリアを開拓し，商品

を配送するのは非効率」だったからである。そして「四国では瀬戸内に力を入

れる。当面は３県だけで計200店が目標。高知県については，将来は分からな

いが，現状は全く未定」と，四国内でもまずは瀬戸内側の香川・愛媛両県での

出店強化に力点が置かれていたのである49。

以上のように，高速自動車道延伸に基づく物流変革ならびに四国他県での地

盤確立を経て，大手資本の高知進出ラッシュが進んでいったわけである。そし

て，こうした外来資本の余波を受ける形で，県内では「コンビニ戦争」と称さ

れるほど競争が激化していった。とりわけ，県内で最大勢力を誇っていたス

パーの場合，ローソンやサンクスの出店のあおりを受けて，たちまち年末年

始の売上高が初の前年割れを記録する等，大苦戦を強いられるようになった50。

こうして，大手資本による相次ぐ圧力を受ける中，ついに2001年に，サニー

マートは大手コンビニ・チェーンへの対抗策として，関東地方をベースに情報

システム投資を積極的に進めるスリーエフとエリア・フランチャイズ契約を結

び，スパーからの「くら替え」を決断するに至った51。

では，この時期のコンビニ地図は，どのように塗り替えられたのだろうか。

まず，地場コンビニの地盤沈下に伴う，大手コンビニの台頭と地場スーパー系

の対抗が指摘できる。表９が示すように，2005年時点のチェーン別コンビニ店

舗数では，これまでトップの座を占めていたスパーが首位から陥落し，代わっ

てローソン，サークルＫ，サンクスの大手３社が，高知進出後わずか数年で上

位を占めるに至っている。と同時に，スリーエフとスパーを抱えるサニーマー

ト系の地場コンビニも，大手資本に侵食されつつも，県内では依然勢力を保持

していたといえる。しかし，それ以外の中堅ボランタリー・チェーンや単独店

については，店舗数が絶対的に減少しており，24時間営業のフランチャイズ・

49 「大手コンビニなぜないの？　本県流通業界の特殊事情」『高知新聞』1994年６月６日付。
50 「98年県内元日商戦 『笑った』サティ，県外コンビニ 『苦戦』スパー，ダイエー」『高
知新聞』1998年１月12日付。
51 「サニーマートのコンビニ事業　スリーエフとFC契約」『高知新聞』2001年３月15日付。
その後，同社はコンビニエンス事業部を2005年に分社し，株式会社スリーエフ中四国を
設立した。



30 高知論叢　第113号

チェーンが本県でも支配的になっていく過程がうかがえる52。

と同時に，出店エリアについても，徐々に変化が見られるようになった。表

10に注目すると，10年前より多数を占めていた市内周辺部に加えて，これまで

限定的であった高知街や南街・北街といった中心部への出店も増えていること

52 この点，松山等の研究でも，全国動向とのタイムラグを伴う高知市内のコンビニ展開
の特異性として，①交通利便性の悪さから大手チェーンの展開が遅れたため，独自のド
ミナントエリアが形成されたこと，②交通利便性の向上による大手チェーン進出により，
エリア・フランチャイズの変更とそれに伴う立地展開の変化が見られたことが指摘され
ている（松山・遠藤・中村，前掲論文を参照）。

表10　高知市内におけるコンビニの大街区域別推移

実　数 構成比 コンビニ密度
コンビニ店舗数

（店） 面積
（㎢）

人口
（人）

事業所数
（所）

コンビニ店舗数
（％） 面積

（％）
人口
（％）

事業所数
（％）

面積／店
（㎢）

人口／店
（人）

事業所／店
（所）1995年 2005年 2015年 1995年 2005年 2015年

総 数 59 122 154 309 336,117 16,716 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2.0 2,183 109
上 街 － － 2 0.5 3,243 401 － － 1.3 0.2 1.0 2.4 0.3 1,622 201
高知街 2 7 13 1.4 4,988  2,109 3.4 5.7 8.4 0.5 1.5 12.6 0.1 384 162
南 街 1 4 3 0.4 3,287  635 1.7 3.3 1.9 0.1 1.0 3.8 0.1 1,096 212
北 街 － 4 5 1.0 3,416  661 － 3.3 3.2 0.3 1.0 4.0 0.2 683 132
下 知 4 9 22 3.4 15,960  1,410 6.8 7.4 14.3 1.1 4.7 8.4 0.2 725 64
江ノ口 9 6 13 2.4 17,690  1,261 15.3 4.9 8.4 0.8 5.3 7.5 0.2 1,361 97
小高坂 2 3 2 1.4 9,373  455 3.4 2.5 1.3 0.4 2.8 2.7 0.7 4,687 228
旭 街 5 10 9 10.7 35,092  1,191 8.5 8.2 5.8 3.5 10.4 7.1 1.2 3,899 132
潮 江 6 15 16 8.5 28,695  1,691 10.2 12.3 10.4 2.8 8.5 10.1 0.5 1,793 106
三 里 2 5 5 9.7 12,258  564 3.4 4.1 3.2 3.1 3.6 3.4 1.9 2,452 113
五台山 － － 2 5.6 2,614  99 － － 1.3 1.8 0.8 0.6 2.8 1,307 50
高 須 4 6 5 3.7 12,879  646 6.8 4.9 3.2 1.2 3.8 3.9 0.7 2,576 129
布師田 － － － 4.6 1,599  132 － － － 1.5 0.5 0.8 － － －
一 宮 2 7 8 18.4 25,672  787 3.4 5.7 5.2 6.0 7.6 4.7 2.3 3,209 98
秦 － 1 2 10.3 17,252  493 － 0.8 1.3 3.3 5.1 2.9 5.1 8,626 247
初月 1 5 5 8.2 16,347  470 1.7 4.1 3.2 2.7 4.9 2.8 1.6 3,269 94
朝 倉 9 11 10 24.5 28,388 934 15.3 9.0 6.5 7.9 8.4 5.6 2.5 2,839 93
鴨 田 1 5 7 7.2 26,454  763 1.7 4.1 4.5 2.3 7.9 4.6 1.0 3,779 109
長 浜 5 10 9 11.9 27,627 771 8.5 8.2 5.8 3.8 8.2 4.6 1.3 3,070 86
御畳瀬 － － － 0.2 363  4 － － － 0.1 0.1 0.0 － － －
浦 戸 1 1 1 1.0 966  45 1.7 0.8 0.6 0.3 0.3 0.3 1.0 966 45
大 津 2 4 6 4.9 10,627  462 3.4 3.3 3.9 1.6 3.2 2.8 0.8 1,771 77
介 良 1 3 3 5.1 13,370  311 1.7 2.5 1.9 1.6 4.0 1.9 1.7 4,457 104
春 野 2 6 6 44.9 15,583  345 3.4 4.9 3.9 14.5 4.6 2.1 7.5 2,597 58
鏡 － － － 60.1 1,375  41 － － － 19.4 0.4 0.2 － － －
土佐山 － － － 59.2 999  35 － － － 19.2 0.3 0.2 － － －

注：人口は2015年末，事業所は2012年，コンビニ密度は2015年の店舗数に基づく数値である。太字は，上位
出所：NTT『タウンページ』各年版，高知市『高知市の統計』（2016年 5 月18日閲覧），同『高知市の事業所』

5 地域を示している。
2015年より作成。
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が分かる。その象徴的な例として，2005年のファミリーマートによる帯屋町商

店街への出店が挙げられる。同商店街は，高知市を代表する中心商店街である

が，その真ん中にコンビニが初出店したことで，当時大きな話題になった。同

店は，40年間テナント営業していた靴店の後継テナントとして進出したが，そ

の際，複数のコンビニ・チェーンから引き合いがあったという。これについ

て，商店街の有力者でもあるビル所有者によると，「専門店やカフェが第１希

望だったんですが。長く続けてもらえるなら，とコンビニに決めました」と吐

露している。これ以後，地元商店街を含む中心市街地に外来資本のコンビニ出

表10　高知市内におけるコンビニの大街区域別推移

実　数 構成比 コンビニ密度
コンビニ店舗数

（店） 面積
（㎢）

人口
（人）

事業所数
（所）

コンビニ店舗数
（％） 面積

（％）
人口
（％）

事業所数
（％）

面積／店
（㎢）

人口／店
（人）

事業所／店
（所）1995年 2005年 2015年 1995年 2005年 2015年

総 数 59 122 154 309 336,117 16,716 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2.0 2,183 109
上 街 － － 2 0.5 3,243 401 － － 1.3 0.2 1.0 2.4 0.3 1,622 201
高知街 2 7 13 1.4 4,988  2,109 3.4 5.7 8.4 0.5 1.5 12.6 0.1 384 162
南 街 1 4 3 0.4 3,287  635 1.7 3.3 1.9 0.1 1.0 3.8 0.1 1,096 212
北 街 － 4 5 1.0 3,416  661 － 3.3 3.2 0.3 1.0 4.0 0.2 683 132
下 知 4 9 22 3.4 15,960  1,410 6.8 7.4 14.3 1.1 4.7 8.4 0.2 725 64
江ノ口 9 6 13 2.4 17,690  1,261 15.3 4.9 8.4 0.8 5.3 7.5 0.2 1,361 97
小高坂 2 3 2 1.4 9,373  455 3.4 2.5 1.3 0.4 2.8 2.7 0.7 4,687 228
旭 街 5 10 9 10.7 35,092  1,191 8.5 8.2 5.8 3.5 10.4 7.1 1.2 3,899 132
潮 江 6 15 16 8.5 28,695  1,691 10.2 12.3 10.4 2.8 8.5 10.1 0.5 1,793 106
三 里 2 5 5 9.7 12,258  564 3.4 4.1 3.2 3.1 3.6 3.4 1.9 2,452 113
五台山 － － 2 5.6 2,614  99 － － 1.3 1.8 0.8 0.6 2.8 1,307 50
高 須 4 6 5 3.7 12,879  646 6.8 4.9 3.2 1.2 3.8 3.9 0.7 2,576 129
布師田 － － － 4.6 1,599  132 － － － 1.5 0.5 0.8 － － －
一 宮 2 7 8 18.4 25,672  787 3.4 5.7 5.2 6.0 7.6 4.7 2.3 3,209 98
秦 － 1 2 10.3 17,252  493 － 0.8 1.3 3.3 5.1 2.9 5.1 8,626 247
初月 1 5 5 8.2 16,347  470 1.7 4.1 3.2 2.7 4.9 2.8 1.6 3,269 94
朝 倉 9 11 10 24.5 28,388 934 15.3 9.0 6.5 7.9 8.4 5.6 2.5 2,839 93
鴨 田 1 5 7 7.2 26,454  763 1.7 4.1 4.5 2.3 7.9 4.6 1.0 3,779 109
長 浜 5 10 9 11.9 27,627 771 8.5 8.2 5.8 3.8 8.2 4.6 1.3 3,070 86
御畳瀬 － － － 0.2 363  4 － － － 0.1 0.1 0.0 － － －
浦 戸 1 1 1 1.0 966  45 1.7 0.8 0.6 0.3 0.3 0.3 1.0 966 45
大 津 2 4 6 4.9 10,627  462 3.4 3.3 3.9 1.6 3.2 2.8 0.8 1,771 77
介 良 1 3 3 5.1 13,370  311 1.7 2.5 1.9 1.6 4.0 1.9 1.7 4,457 104
春 野 2 6 6 44.9 15,583  345 3.4 4.9 3.9 14.5 4.6 2.1 7.5 2,597 58
鏡 － － － 60.1 1,375  41 － － － 19.4 0.4 0.2 － － －
土佐山 － － － 59.2 999  35 － － － 19.2 0.3 0.2 － － －

注：人口は2015年末，事業所は2012年，コンビニ密度は2015年の店舗数に基づく数値である。太字は，上位
出所：NTT『タウンページ』各年版，高知市『高知市の統計』（2016年 5 月18日閲覧），同『高知市の事業所』

5 地域を示している。
2015年より作成。
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店が相次ぐようになり，狭いエリアで好立地をめぐる争奪戦が繰り広げられる

ようになっていった53。

以上のように，高知県内のコンビニ地図は，大手資本の進出によって大きく

塗り替えられていったわけであるが，では，地域社会には一体どのような影響

をもたらしたのだろうか。まず第１に指摘すべきは，スパーをはじめとする既

存コンビニ・オーナーへの打撃である。実は，上で述べたサニーマートによる

エリア・フランチャイズ転換表明は，同社の「一方的くら替え表明」にすぎ

ず，事前に通告のなかった加盟店オーナーの間では，動揺とサニーマートへの

不信感が募っていった。と同時に，移行先のスリーエフは，24時間営業が絶対

条件であり，ロイヤルティも割高になることから，「今でさえ（オーナーの）取

り分はほとんどない。数十万も減るのなら，とても替われない」「家族総出で

も24時間営業は絶対無理。人間らしく（仕事を）やりたい」等，経営をめぐる

将来不安が噴出した。しかも，スパー出店に際して15年返済を前提とした多額

の負債も抱えており，「少しでも長くスパーをやって借金を減らしたい」とい

う声も多く聞かれるようになった54。これに対して，サニーマート側も，スリー

エフへのスムーズな移行・一本化を図るべく，１年以内で移行した者へのロイ

ヤルティ軽減等の特典を提示したものの，「アメがあんまり甘くないから困っ

ている」と，オーナーの不安やリスクを払拭するまでには至らなかった55。結局，

スパー加盟店の４割強に上る店主が「スパー存続を望む会」を結成し，「最低

10年間のスパー存続」等の要望を出すに至った56。

その後，各店舗はどのように変化していったのだろうか。図２は，『タウン

ページ』各年版を基に，サニーマート「くら替え表明」後のスパー各店の推移

を示したものである。この図は，各年のタウンページに掲載されている住所が

同一であれば，店舗を継続したものと見なしているため，同一店舗でオーナー

が交代したケースまでは把握できないものの，コンビニ店舗の寿命については

53 「コンビニ戦争再燃」『高知新聞』2005年 3 月16日付。
54 「サニーマートの新コンビニ移行　衝撃，戸惑い，不安」『高知新聞』2001年４月26日付，

「24時間無理，借金返せぬ 『存続を望む会』が要望へ」『高知新聞』2001年７月13日付。
55 「サニーマート　大手攻勢で厳しい選択」『高知新聞』2001年４月28日付。
56 「24時間無理，借金返せぬ『存続を望む会』が要望へ」『高知新聞』2001年７月13日付。
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ある程度把握することができる。これによると，市内32店のうち，実に３分の

２にあたる21店が，スパーのまま経営を続けたことが一目瞭然である。一方，

スリーエフへの転換に応じたのは，わずか８店と少数派にすぎず，中にはサー

クルＫやＹショップといった別のフランチャイズに乗り換えるオーナーも出現

していた。もう１つの大きな変化は，転換に応じた店も拒否した店も，いずれ

も短命に終わっている点である。スパーとして存続した店舗は，結局は６年以

図２　サニーマート「転換声明」後のスパー店舗の動向

店舗
番号

2001
年

2002
年

2003
年

2004
年

2005
年

2006
年

2007
年

2008
年

2009
年

2010
年

2011
年

2012
年

2013
年

2014
年

2015
年

1 HS
2 HS
3 HS HS
4 HS HS
5 HS HS
6 HS HS
7 HS HS
8 HS HS
9 HS HS
10 HS HS HS
11 HS HS HS
12 HS HS HS
13 HS HS HS
14 HS HS HS HS
15 HS HS HS HS HS
16 HS HS HS HS HS
17 HS HS HS HS HS
18 HS HS HS HS HS
19 HS HS HS HS HS HS
20 HS HS HS HS HS HS HS
21 HS HS HS HS HS HS HS
22 HS HS ３F ３F ３F
23 HS HS HS HS HS HS ３F
24 HS HS HS ３F ３F ３F ３F ３F
25 HS HS HS HS HS ３F ３F ３F ３F ３F ３F
26 HS HS HS HS ３F ３F ３F ３F ３F ３F ３F ３F
27 HS ３F ３F ３F ３F ３F ３F ３F ３F ３F ３F ３F ３F ３F
28 HS HS HS HS ３F ３F ３F ３F ３F ３F ３F ３F ３F ３F L
29 HS HS HS HS HS ３F ３F ３F ３F ３F ３F ３F ３F ３F L
30 HS HS HS HS Y
31 HS HS HS HS HS HS HS HS Y Y Y Y Y
32 HS HS HS HS K K K K K K K K K K K

注： HS ：スパー　 ３F ：スリーエフ　 Y ：Yショップ　 K ：サークルK　 L ：ローソン
出所：NTT『タウンページ』各年版より作成。
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内にすべて廃業に追い込まれ，2009年までに市内から完全に姿を消すに至った。

他方で，スリーエフへの転換組も，半数強が５年前後で店を閉じており，現在

も存続しているのは，スリーエフからローソンに再転換した２店とサークルＫ

への転換組のわずか計３店舗にすぎない。コンビニ戦争は，競争激化を通じて

地場コンビニを退場させ，地元オーナーの生活を翻弄していったのである。

地域社会へ与えたもう１つの影響は，コンビニ以外の中小小売店へのインパ

クトである。例えば，経済産業省の『商業統計調査』によると，高知県内では

大型店やコンビニに押される形で中小商店の廃業が進んだことから，1999～

2002年の間に小売事業所はマイナス11.9％と，全国最悪の減少率を記録した57。

また，2002年に高知県が行った小売業経営者調査によると，自店の周辺にコン

ビニの進出があったという回答が山村を除く地域では４割強に上っており，特

に食料品小売店では，45％の商店が「曜日にかかわらず全般に売上が落ちた」

と回答している58。このような中，とりわけコンビニのターゲットとされたのが，

酒販店である。当時のコンビニ加盟店は，酒販店の業態転換が中心であり，大

型店の規制緩和やコンビニでの酒類販売が中小酒販店の経営を圧迫するように

なっていたため，酒販店の間では，コンビニに転換するか，それとも酒販店と

して生き残るかの厳しい選択を迫られるようになった。競争激化を背景に零細

商店から順に淘汰が進み，単独での存続が困難な時代を迎える中，コンビニ以

外の中小小売店も，いわば「ハムレットの心境」に立たされるようになったの

である59。

（3）セブン-イレブンの高知進出と「第２次コンビニ戦争」：2000年代中盤以降

その後，「コンビニ戦争」の再燃をもたらしたのが，2015年から始まったセ

57 「昨年の商店数，高知11.9％減　全国最悪」『日本経済新聞』2003年 3 月20日付。
58 高知県商工労働部経営流通課『小売業経営者動向調査報告書』2002年11月，61-62頁。
ちなみに，同調査では，食料品以外の小売業を含むトータルでは64％の店舗が「売上へ
の影響は特にない」と回答していることを基に，コンビニ進出の影響は「小さい」と評
価していた。これは，食料品中心のコンビニの影響力を明らかに過小評価したものとい
わざるを得ないだろう。
59 「コンビニ戦争本番」『高知新聞』1997年 5 月26日付。
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ブン-イレブンの高知進出である。セブン-イレブンにとって，四国はセブン＆

アイ・ホールディングスの地盤がない土地柄であったため，他の資本と比べて

進出が立ち遅れていたが，ついに2013年 3 月に香川・徳島両県への出店を通じ

て四国初上陸を果たした。そして，愛媛県へ，さらには高知県へ順に進出する

ことで，2018年までに四国全体で570店を出店する計画を打ち出した60。その一

環として，香川・徳島両県では，サンクスアソシエイツ東四国が運営するサン

クス90店をセブン-イレブンに一挙に「くら替え」して急速に地盤を固めると

ともに，専用ベンダーであるわらべや日洋等の弁当・惣菜工場を香川県坂出市

と愛媛県新居浜市に完成させ，四国内での商品供給力の強化を図っていった61。

このような路線に沿う形で，2014年にセブン-イレブンは高知県進出を表明

し，翌年３月に高知市内で３店舗を開店するとともに，2019年２月までに県

内100店舗という出店目標を発表した62。ここで注目すべきは，この出店計画が，

現在の県内コンビニ総店舗数の３分の１にあたる大規模なものであるとともに，

店舗拡大に際して高知県の地場スーパーであるサンシャインチェーン本部とも

提携を結び，地場スーパーが FC 契約の下でコンビニ事業に参入するという内

容が含まれていた点である63。あわせて，県内初オープン時の記者会見で，同

社の副社長は「呉越同舟の時代が終わり，ナンバーワンだけが生き残る」と発

言し，商品・サービスの差別化やネット・宅配サービス等，人口が少なく市場

規模の小さい高知県内でもライバルに圧倒的な差を見せつけようとする意気込

みを示した64。

コンビニ業界最大手によるこうした激しい出店攻勢に対して，他社からは一

斉にセブン-イレブンへの対抗策を講じるようになった。まず，スリーエフを

60 並行して，JR四国の駅構内にある売店全36店も，2014年８月からセブン-イレブンに
切り替えられていった（「JR四国の売店転換発表」『日本経済新聞』2014年７月10日付）。
61 「セブンイレブン四国上陸の衝撃（上）」『日本経済新聞』2013年３月１日付，「四国の工
場，23日稼働」『日経MJ』2013年12月６日付。
62 「高知で100店計画　セブンイレブン，４年内に」『日本経済新聞』2015年３月６日付。
63 「セブン高知進出　18年度までに120店以上」『日本経済新聞』2014年10月16日付，「サ
ンシャイン　セブンと提携　県内でコンビニ参入」『高知新聞』2014年10月16日付。
64 「セブン-イレブン・ジャパン副社長に聞く　市場の変化が競争相手　商品，サービス
で差別化」『高知新聞』2015年３月８日付。
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展開していた地場スーパー・サニーマートが，2015年２月にスリーエフとのエ

リア・フランチャイズ契約を打ち切る一方，物流や商品施策でより優位に立つ

ローソンへのくら替えを図る決断を下し，エリア・フランチャイズの運営会社

「ローソン高知」を共同出資で立ち上げた。これにより，高知県内のスリーエ

フ66店はローソンへとスライドし，ローソンの県内店舗数は一挙に123店へ倍

増するとともに，スリーエフ時代の店内調理や TSUTAYA の返却ボックス配

置も継続する等，大手資本のインフラと地場資本のカラーとを共存させる取り

組みを開始した65。一方，2004年に運営会社が合併したものの，ブランドが併

存していたサークルＫとサンクスは，サークルＫ四国とサンクス西四国が2014

年末にサークルＫサンクスの完全子会社となり，全国に先駆けてサークルＫブ

ランドに統一する方針が表明された66。その後，サークルＫサンクスは，Ⅰ章

で述べたファミリーマートとの経営統合の結果，一本化されたばかりのサーク

ルＫの店舗は2017年よりファミリーマートへ集約される方向に進んでいる。さ

らに，ファミリーマートについても，地場スーパーのサンプラザと2015年12月

に包括提携契約を結び，2016年にはコンビニ・スーパー一体型という新タイプ

の店舗を出店させている67。

このように，セブン-イレブンの進出に伴い，高知県内では「第２次コンビ

ニ戦争」の様相を呈するようになった。再度表９を基に，2015年現在の到達点

を確認しよう。上記のように，スリーエフはローソンへ完全にくら替えし，サ

ンクスもサークルＫへの一本化を進めた結果，ローソン，ファミリーマート，

サークルＫの上位３社で，県内店舗シェアの86％という圧倒的な支配力を誇る

ようになった。ここに，新たにセブン-イレブンが参入し，出店攻勢をかけて

いることから，今後は外来の大手コンビニ資本によるシェア争いが激化するこ

65 「『スリーエフ』66店くら替え　高知のFC，ローソンに」『日本経済新聞』2014年10月
28日付，「“サニー”ローソン開店　県内まず10店　店内製造も継続」『高知新聞』2015年
２月６日付。
66 「サークルＫに店舗統一　四国内のサンクス全110店　来月高知市から　ブランド強化
へ」『高知新聞』2015年２月27日付。
67 「コンビニとスーパー一体化　南国市に１号店　サンプラザ，ファミマと新業態」『高
知新聞』2016年３月25日付。
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とが予想される。他方で，それ以外の中小チェーンや単独店を含む「その他」

のシェアは， 1 割を切るまでに周辺化している。つまり，現在では，大手コン

ビニ資本による支配が確立するとともに，かつて県内を特色づけた地場コンビ

ニが泡沫状態と化している姿が明らかである。

あわせて，出店地域を示した表10についても，改めて確認しよう。2015年に

なると，事業所が最も集中する都心部の高知街ならびに都心周辺部の下知で店

舗数が急増しており，10年前ぐらいから始まっていた市内中心部への出店がさ

らに強まる一方，面積でみたコンビニ密度は市平均の２㎢に１店に対して高知

街は100㎡に１店とさらに不均等が広がってきたことが分かる。とりわけ出店

ペースが加速化しているのが，高知駅－はりまや橋間ならびにはりまや橋－高

知城間の一帯である。帯屋町商店街を中心とするエリアには，コンビニだけで

10店以上がひしめき，同商店街のアーケード内でもまるで「オセロゲーム」の

ように真ん中を挟み撃ちにする出店パターンが生じている。このような過当競

争が進む中，同業他社に加えて同一チェーン同士の競合も生じており，オー

ナーの間からは「完全なオーバーストア」「先の見えない消耗戦」と嘆息の声

が聞こえてくるほどである68。

以上のように，高知市内のコンビニ業界は，1990年代中盤までの地場スー

パー系列のボランタリー・チェーンや個人経営中心のいわゆる地場コンビニ中

心の構造から，２度の「コンビニ戦争」を経て，今では地場コンビニは後景に

追いやられ，大手資本に包摂される構造へと様変わりしている。と同時に，コ

ンビニの浸透と大手資本の進出は，地域内で一層の過当競争を引き起こし，コ

ンビニ業界のみならず中小小売店や地場スーパーをも巻き込みながら，地域商

業構造に新たな影響を及ぼしている。では，これらのアクターは，現在どのよ

うな行動をとり，一体どのようなインパクトを地域にもたらしているのだろう

か。次章では，最新の「第２次コンビニ戦争」のインパクトについて，大手資

本のセブン-イレブン，地場スーパー，既存コンビニ・オーナーの各レベルに

即して，詳しく検討してみることにしよう。

68 「コンビニ県都で“オセロ” 首位参入 「呉越同舟」に幕？」『高知新聞』2015年４月４
日付。
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Ⅲ　「第２次コンビニ戦争」と地域商業構造の再編成

１．セブン-イレブンの高知進出：その戦略と現状69

最初に，「第 2 次コンビニ戦争」の震源地であるセブン-イレブンに焦点を当て，

同社の進出の狙いを確認するとともに，次節以降ではそれに対する地場スー

パー３社の対応ならびに加盟店オーナーの実態について，各アクターへのヒア

リング調査を基に検討してみよう。

そもそも，セブン-イレブンの高知進出は，Ⅰ章で述べたように，チェーン

全体として出店ペースを近年加速化させており，その中で未出店エリアへの進

出がどうしても必要であるという本部の戦略によるものである。ただし，高知

県をはじめとする四国については，西武百貨店やロフト，タワーレコードと

いったセブン＆アイ・グループの関連店舗が限られているため，地元有力企業

と何らかの形での提携を模索してきた。県内でも，地場スーパーとの提携を複

数検討した結果，最終的にサンシャインと提携することになったという。

こうして，セブン-イレブンは，2015年に初出店後，わずか１年間で21店の

出店を実現させた。同社の出店戦略の基本は，認知度アップや配送費，店舗カ

ウンセラーの巡回効率を考慮した，狭いエリアでの高密度多店舗出店（ドミナ

ント）方式にある。そのため，出店エリアは県内全域での均等配置ではなく，

高知市を中心に，東は香南市野市町，西は須崎市までに当面は限定し，物流の

関係から高知自動車道に沿って重点的に出店を進めていく方針である。

24時間営業のセブン‒イレブンにとっての大きな強みは，本部が開発するオ

リジナル商品である。セブン-イレブンの場合，あくまでも本部が定めたフォー

マットに従って店舗運営を行うが，陳列商品についても，商品開発から原料調

達，製造，配送に至るまですべて自前で管理を行い，温度管理とともにトレー

サビリティに対応できる一貫体制をとっている。製造については，商品の品質

保持とノウハウ流出の回避ゆえに，日本デリカフーズ協同組合に加盟する専用

69 本節では，特に断りのない限り，2016年６月３日に行ったセブン‒イレブン高知事務
所でのヒアリングに基づく。
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契約工場が担当している。ただし，各工場とは資本関係を持たずに緊張関係を

保つことで，同社の提示する厳しい条件をクリアした商品を調達させる方針を

採っている。なお，高知県内の店舗には，弁当は香川県坂出市，チルド商品は

愛媛県新居浜市，パンは岡山県の各工場から配送している。

こうした商品施策に加えて，最近取り組んでいるのが，ネット販売と高齢者

対応である。前者は「オムニチャンネル」と呼ばれ，セブン＆アイ・グループ

の商品をネットで申し込みを行えば，セブン‒イレブンの各店舗で受け取るこ

とのできるネットと店舗を融合した仕組みである。一方，後者は「セブンミー

ル」という名称で，高齢者向けに１日３便食事の配送を行うとともに，見守り

活動もあわせて行うというものである。これらの営業を行えば，各店舗にも１

件あたり129円，留め置きだと162円が入る仕組みになっている。さらに，自治

体とも災害協定や高齢者見守り協定等を結ぶことで，県内でもこうした協定締

結を通じて社会貢献活動に取り組もうとしている。

このように，セブン-イレブンは，同社特有の集中出店戦略や商品・サービ

スの供給力等を生かすことで，後発でありながらも地域独占を目指しており，

2019年末までに現在の県内コンビニ総数の 3 分の１に当たる100店舗の出店を

計画している。ただし，香川県では100店舗，徳島県では90店舗，愛媛県では

70店舗の出店ペースと比べて，同じ四国の中でも今のところ予定通りには進ん

でいない。問題の１つは，県内における適地確保の難しさである。高知県は，

他県に比べて可住地面積が狭く，好条件の場所に集中するため，地価も割高で

収益を圧迫しやすく，同業他社と競合しやすい土地柄である。それでも，同社

によると，店舗物件の用地については，すでに確保しているとのことであった。

ただし，もう１つの問題がネックになっているという。それは，加盟店オー

ナーの人材不足である。高知県内では，低収入・高負担といったコンビニ経営

のイメージ浸透に加えて，他県では一般的な夫婦オーナーが比較的少なく，親

子や未婚の兄弟のケースが多い等，経営者の候補自体が絶対的に不足している

という。そのため，応募年齢の上限引き上げ等，店舗を担うオーナーをいかに

確保するかが大きな課題であるとのことである。

加えて，地域経済の観点からも，セブン ‒ イレブンの進出はいくつかの課題
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を抱えている。第１に，高知県内には契約工場は１つもなく，県産の原料使用

も量的に限りがあるため，わずかな県内業者からの納入品を除けば，県内に店

舗はできても産業連関はきわめて乏しい。第２に，他県の工場から商品が供給

されるため，県内では売れ行きの悪い商品が生まれる点である。例えば，寿司

については，四国内全店舗への配送ゆえに瀬戸内の味覚の寿司が供給されてい

るが，県内の消費者からは酸味のない味は不評で，全く売れないという。確か

に同社は同じ商品でも地方ごとに差異を付ける戦略をとっているが，専用商品

をつくるためには300店程度の店舗数が必要であるといわれているため，あく

まで四国一帯が限度であって，県レベルまでは十分対応できていない。その意

味で，地域独特の食文化と同社の大量供給路線とのミスマッチングが起きてい

る70。第３に，地場スーパーとの提携の限界である。サンシャインは，ボラン

タリー・チェーンであるがゆえに，セブン-イレブンとの包括提携は実現せず，

あくまでも他の個人オーナーと同列で FC 契約を結んでいる。したがって，セ

ブン-イレブンとの商品の相互乗り入れ等，相乗効果は十分期待できない。以

上より，セブン-イレブンの高知出店は，あくまで店舗関連の土地利用と労働

力を除けば，出店増に伴う地域経済への波及効果はあまり期待できないといえ

よう。

２.	セブン-イレブン進出と《コンビニ－地場スーパー連合》

とはいえ，セブン-イレブンの進出は，高知の流通業界に新たな衝撃をもた

らしたことは間違いない。その１つが，大手コンビニ資本３社と県内地場スー

パー資本３社とが業態を越えて関係構築を図る《コンビニ－地場スーパー連合》

の形成である。すなわち，①セブン-イレブンの１オーナーを選択したサンシャ

イン，②ファミリーマートとのコンビニ・スーパー一体型店舗を試行するサン

プラザ，③スリーエフと契約解消し，ローソンとの合弁設立に向かったサニー

マートである。以下では，各地場スーパーの戦略に注目してみよう。

70 100店舗という大量出店の狙いは，こうした商品供給とも関係している。ちなみに，
地域限定メニューとして，バクダンおにぎりが現在販売されているが，県外の工場では
量が少ないためラインが使えず，手作業で握っているという。
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（1）サンシャイン：セブン-イレブンへの包摂と受動的適応71

まず，セブン-イレブンと提携に踏み切ったサンシャインから見ていこう。

サンシャインは，高知市内に本社を置くボランタリー・チェーンである。

1961年の創業で，かつては「高知主婦の店」として展開していたが，1986年に

現在の社名へ商号変更を行うとともに，2011年には全国の中堅・中小スーパー

の集まりである CGC グループに加盟し，今に至っている。高知県内を中心に

直営店16店の運営ならびにチェーン加盟10社16店舗の経営指導を行っており，

2015年の県内売上高ランキングでは12位，スーパー業界第２位の企業である。

そもそも，セブン-イレブンとの提携に踏み切った背景には，業態としての

スーパーの衰退傾向があるという。高齢化や家族形態の変化によって，今後は

小商圏の方向が強まりつつある。すると，スーパーまで行けない人はコンビニ

で済ませるだろうし，店舗が小さいコンビニは買い物がしやすく，外食もカ

バーしていることから，スーパーとしてもコンビニのような対応を検討せざる

を得なくなっている。また，近年では多品目かつ売価の安い大手ドラッグスト

アも県外から進出してきており，同社単独で小売業のシェアを上げるのは難し

い状況になりつつある。そこで，コンビニとの提携を模索する中，商品力・収益

力ともに業界トップのセブン-イレブンを第 1の相手に選んだとのことである。

こうして，同社はセブン-イレブンと契約を結び，受け皿として100％子会社

のエリアスを設立した。個人オーナー中心のコンビニ経営にスーパーが乗り出

すのは全国でも珍しく，2016年５月時点で２店舗出店している。2016年度内に

はさらに４～５店舗出店する予定で，将来的には20店舗の出店を目指している。

では，実際の運営は，どのように行われているのだろうか。セブン-イレブ

ンとの FC 契約では，すべて本部が決めたフォーマットにしたがって経営指導

されるため，サンシャインはあくまで１オーナーとして売上を出してロイヤル

ティを納める立場にすぎない。物流や出店判断についても，主導権はあくまで

71 ここでは，特に断りのない限り，サンシャインチェーン本部でのヒアリング調査（2016
年５月17日）ならびに同社ウェブサイト（http://sunshinechain.com/corporate_prof），
帝国データバンク『全国企業あれこれランキング2016』帝国データバンク，2015年に基
づく。
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セブン-イレブン側にあり，コンビニ－スーパー間の商品開発や相互交流もハー

ドルが高く，実現していない。そのような中で，サンシャインは，社員を出向

させる形で店舗運営を行い，エリアスでパートを雇用し，各店に配置している。

ただし，社員は同社のサラリーマンであり，労働基準法の枠もあるため，24時

間経営というコンビニの勤務形態に戸惑いが起きているという。しかも，出店

拡大に伴ってこれ以上出向社員を増やすわけにはいかないので，今後はパート

を店長に据え，出向者が新店舗に廻ることも検討しているという。

このような中で，サンシャインは，今後どのような見通しを持っているのだ

ろうか。同社によると，セブン-イレブンは，100店出店宣言は必ず実現させる

と思われるので，スーパーの販売シェアもコンビニに流れていく可能性が高い

と想定している。セブン-イレブンは全国平均の日販が65.6万円であり，これを

同社目標の20店で算出すると，47.8億円に達する。これは，2015年における同

社の年商（220億円）の約２割に相当する規模であることから，コンビニ事業は

確かに大きな魅力であるといえる72。県内では他の大手コンビニがすでに進出

した後でもあり，立地場所も限定されることを考慮すれば，今後一層厳しくな

るだろう。それでも，スーパー需要だけでは厳しい中，コンビニも事業に取り

入れておくことで，全体としてシェアを高めていければよいという見通しを立

てているようであった。

以上のように，大手コンビニの進出に伴うスーパー業界への圧迫を予想し，

１フランチャイジーの立場でセブン-イレブンの戦略に包摂されながら，業界

再編の波に対して受動的に適応していこうというのが，サンシャインの現在の

スタンスであるといえよう。

（2）サンプラザ：ファミリーマートとの折衷型店舗開発と選択的適応73

サンプラザは，高知県中部・土佐市に本社を置く食品スーパーである。創業

72 ただし，高知県の日販は多くても50万円程度ともいわれており，その場合，20店出店
によってサンシャインの年商の17％に当たる36.5億円になると予想される。
73 ここでは，特に断りのない限り，サンプラザでのヒアリング調査（2016年 6 月27日）
ならびに同社ウェブサイト（http://www.sunplaza-kochi.co.jp/01kaisya/01gaiyou.htm），
帝国データバンク，前掲書に基づく。
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は1962年で，1984年に現在の社名に変更している。事業内容は，業務用を含む

スーパー14店やホームセンター等を経営する他，1985年より「ハッピーライ

ナー」という名称で，買い物が不便な中山間地域や福祉施設での移動販売を

行っているのが，同社の特徴である。ちなみに，2015年の県内売上高ランキン

グでは第21位，スーパー業界では県内第４位の存在である 。

サンプラザがコンビニ事業に関わるきっかけは，2012年頃のファミリーマー

トからのアプローチであった。当初は「コンビニはどうか」と思っていたが，

世の中の流れもあり，またコンビニ特有の自動発注システムや品揃えの早さに

も関心があったことから，「試しにどんなものだろうか」とやってみることに

したという。2014年４月に，地元・土佐市で空き店舗の後継として 1 号店を出

店後，高知市内で２店舗出店した。この２店舗のうち１店舗は元々ファミリー

マートの店舗であったが，当時オーナーが高齢で，契約更新時にリタイアする

ことになったため，その跡をサンプラザが引き継ぐ形をとったものである。

こうしてコンビニ事業に次第に関わっていく過程で，同社がハッピーライ

ナーを展開していることもあり，買い物が困難な小商圏で一緒に展開しようと

いう話が持ち上がった。そこから2015年10月に包括提携契約を結び，2016年４

月に４号店となる「コンビニ・スーパー一体型店舗」を南国市内にオープンし

た。この一体型タイプは，県内では初登場で，全国では大阪，東京，愛媛，新

潟についで５例目であるが，コンビニの利便性とスーパーの品揃えを一体化し

たのが大きな特徴である。開店に際しては，高知県産木材を使用したテーブル

と椅子を備え付けたイートイン・スペースも，あわせて設置した。

次に，具体的な店舗運営について触れよう。現在経営している４店舗の店長

とマネージャーについては，サンプラザの社員を100％子会社である鏡川商事

経由で出向させる形をとっており，その下でアルバイト・パートを各店12～13

名雇用している。また，コンビニ・スーパー一体型店舗では，現場の店舗経営

に加えて，サンプラザが肉や魚，野菜等の生鮮食品や日配品を納入する役割を

担っており，惣菜についても自社の近隣店舗から１日２便配送している。各店

では，これらサンプラザの商材に加えて，地元食材も10品ほど扱っているが，

実際に始めてみると，賞味期限の基準・表示，配送に至るまで，ファミリーマー
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ト特有の品質管理の厳しさを実感したという。したがって，サンプラザが作る

弁当についても，現場では早くから要望されてきたものの，この品質管理基準

ゆえに，いまだ実現していない。また，一体型店舗はスペース的に小さいため，

現状では満足しておらず，今後はスペースをより広くとって一気に店舗を増や

していきたいとのことである。

では，コンビニ事業は，サンプラザにどのような影響や課題を及ぼしている

のだろうか。まず，ファミリーマートのデータ管理や自動発注システムは学ぶ

ところが多く，参考にしたいと考えているが，コンビニ店舗自体の売上につい

ては，トータルではプラスである反面，一部不採算の店があるという。ロイヤ

ルティについては一部優遇が得られているが，今後どう改善するかが課題であ

る。第２に，本業のスーパー事業への負担である。人材面では，スーパー本体

での人手不足の中で，従業員を各店舗に出向させなければならないが，それに

加えて，一体型店舗の開始後には，配送担当のスーパー側に労働力や手間の面

での負担が新たにかかり，現場でどう折り合いを付けるかが大きな課題になっ

ている。第３に，コンビニ店舗内での人材確保である。同社では，３号店の出

店までは従業員を確保できたものの，４店目については開店直前まで人が集ま

らず，仕方なく現在は割高な派遣会社経由で１名雇用しているとのことである。

しかし，夜間バイトはとりわけ深刻で，現在は他店舗からの応援で対応せざる

をえず，結局は出向社員が長時間労働を強いられているのが現状である。そも

そも，コンビニ契約では，24時間営業しか認められていないが，すでに県内で

はオーバーストア状態になっており，今後は地方の実情に即して横並びをやめ，

深夜営業を自粛することも本部で検討してほしいという意見も述べられた。

以上のように，サンプラザについても，大手資本からのアプローチを背景に

FC という形でコンビニ事業に参加するようになったが，同社の場合，ファミ

リーマートと連携して，コンビニとスーパーの双方の特徴を生かした折衷型店

舗開発を進め，コンビニ事業への選択的適応を図ろうとしているのが特徴的で

ある。と同時に，事業拡大に伴って，コンビニ経営と本業とのバランスをめぐ

る課題にも直面しているといえよう。
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（3）サニーマート：ローソンとの共同運営と戦略的適応74

最後に，ローソンと合弁会社を設立したサニーマートに視線を移そう。

サニーマートは，高知市に本社を置くチェーンストアである。1961年に朝倉

鴨田センターを出店後，株式会社主婦の店設立を経て，1972年に現社名に変更

し，今に至っている。高知と愛媛両県にスーパー直営店25店を経営する他，小

僧寿しをはじめ外食店舗を運営するサニーフーズや，TSUTAYA を展開する

WILL 等，関連会社23社を傘下に収めるグループ企業でもある。2015年の県内

売上高ランキングでは第 6 位，スーパー業界ではトップ企業である。

同時に，忘れてはならないのは，サニーマートは高知県内で草創期からコン

ビニを普及させてきた牽引役でもあるという点である。1980年代からはスパー

の導入を通じていち早く地場コンビニを展開し，2000年代からはスリーエフに

転換して大手コンビニとの対抗路線を指向してきた。しかし，今回，スリーエ

フへの移行からわずか10年ほどで，大手資本のローソンの傘下として再度くら

替えを図る決断を下した。同社社長によると，ローソンを選択した大きな理由

は，全国チェーンではないスリーエフは合理性や効率性に欠け，今後ますます

厳しくなることが予想されることと，本部のフォーマット以外は許容しないセ

ブン-イレブンとは異なり，地元色を残せる可能性が一番高く，一緒にやって

きた食品業者にとってもメリットがある点だという75。ローソン側でも，地元

で支持されている業者との提携が良いと判断し，サニーマート51％，ローソン

49％の出資比率で運営会社「ローソン高知」を設立した。共同出資方式は，沖

縄県や鹿児島県のケースに続いて全国３例目であり，いわば「統一チェーンに

地元のエキスを入れた店づくり」を目指している。具体的には，スリーエフ時

代の店内調理を「える厨房」として残し，厨房のない店舗でも拡張を進める等，

サニーマートの培ってきたノウハウを生かそうとする例が挙げられる。

74 ここでは，特に断りのない限り，ローソン高知でのヒアリング調査（2016年６月20日）
ならびにサニーマート・ウェブサイト（http://www.sunnymart.co.jp/profile），ローソ
ン高知ウェブサイト（http://www.lawsonkochi.co.jp/），帝国データバンク，前掲書に
基づく。
75 「ローソンと合弁会社設立へ　サニーマート中村社長　地元生かせる選択」『高知新聞』
2014年10月28日付。
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こうして，スリーエフからの転換によって，ローソンの店舗数は倍増し，

2015年６月時点で133店舗に達した。５店の直営店以外は，すべてオーナーと

の FC 契約で，旧スリーエフの店舗については，オペレーションに負荷のかか

る直営店は整理し，オーナー店はローソンに全て切り替えられた。切り替えが

必要なオーナーとは10年契約を結び，ゼロからの再スタートとなったが，オー

ナーからは特に反論は出なかったという。転換後はシステムが変更になるため，

オーナーに負担がかかると思われるが，そこは慣れてもらうしかないとの立場

である。

各店の商品調達は，四国中心で進めており，県外の工場から配送しているが，

野菜についてはサニーマートと同じ県内卸売業者を利用している76。また，全国

チェーンでは扱えない菓子や店内調理用の食材等も，地元業者と取引している

他，県産食材を使った弁当や県内での CM 制作にも着手した。あわせて，ロー

ソン・ブランドの３商品をサニーマートの店舗で販売する等，商品の相互交

流も始めている。スーパーとコンビニでは客層に若干ズレがあるため，「ボー

ダーレス」展開を図ることで，トライアル・ユースを通じて双方の客層がお互

いに流れるといった相乗効果を目指している。

なお，ローソン高知では，年間10店ペースで出店を計画しており，配送ライ

ンが途切れている箇所に出店する方向で進めているが，経営環境が厳しいため，

スクラップ＆ビルドで進める方針だという。現在の課題は，オーナー候補が低

迷していることであり，応募者は年間10名程度にとどまっているという。した

がって，現在ローソンを経営しているオーナーに，複数店兼営を持ちかけてい

るとのことである。

もう１つの課題は，パート・アルバイトの不足である。ローソン高知からは

従業員を派遣できないので，CM 等で募集を支援する他，オーナーへのコーチ

ング支援や従業員に対するオーナー昇進制度等の環境整備を行っている。ただ

し，従業員を定着させるために賃上げをするような場合には，各店が売上を上

げて負担を吸収するしかないとのことであった。

76 ただし，カット野菜は，岡山県倉敷市の工場から配送している。
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以上のように，サニーマートは，セブン-イレブン出店後の新たな競争局面

において，スリーエフからローソンへの再々くら替えを図ることで，自社主導

の地場コンビニ経営から大手資本主導のコンビニ経営への包摂の道を選択した

のが大きな特徴である。このような流れの中で，共同出資会社の設立や商品の

相互交流を通じて戦略的適応を図ろうとしているが，同時に店舗展開をめぐる

労働力確保の課題にも直面していることが見て取れる。

３．「第２次コンビニ戦争」と既存店へのインパクト

前節では，セブン‒イレブン進出に伴う地場スーパー３社の対応を検討したが，

それ以上に大手資本進出によって影響を被るのが，競争の矢面に立たされてい

るコンビニ既存店である。そこで，本節では，各店舗への影響について，県中

央部で営業しているローソン，ファミリーマート，サークルＫの各オーナー・

ヒアリングを素材に検討し，現場の状況と課題について浮き彫りにしてみるこ

とにしよう。

（1）ローソンA店のケース77

まず，ローソンＡ店から見ていこう。同店のオーナーは，コンビニ歴10年以

上で，契約２期目に当たるベテラン・オーナーである。郊外に立地し，日販は

平均50万円を上げている。それでも，経営は厳しいという。というのは，夫婦

共働きで，本部へのロイヤルティ支払，さらには人件費や廃棄費用等を差し引

くと，オーナーの手取りは微々たるものだからである。ベテラン・オーナー

ですら，これまで確定申告水準の年間300万円も残ったことがないとのことで，

「１万円の売上を上げることがいかに難しいか」を力説している。

また，経営の厳しさという点では，コンビニ特有のオープン・アカウントに

ついても指摘された。例えば，商品納入分は実質買取制で「売上」扱いと見な

されるため，実際に販売を実現させなければ，店舗が損失を被る仕組みになっ

ている。加えて，売上については本部・東京に毎日送金されるが，本部からの

77 ここでは，特に断りのない限り，ローソンＡ店のオーナー・ヒアリング（2016年６月
20日）に基づく。
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振込が遅く，従業員の１ヵ月分の賃金支払については，店が立て替えざるを得

ないとのことである。

このような中，近年の経営動向については，バイパス開通に伴う交通量の変

化に加えて，別のローソンが近隣に出店したことにより，売上が１割以上も落

ち込んだという。しかも，売上が下がると廃棄費用も嵩んでくるので，新たな

客を作るか，客単価を上げる必要がある。通常の商品は仕入値が本部によって

決められているため，自身で裁量がきくコーヒーや FF といった厨房品で工夫

をしているという。

現在，従業員は，パート・アルバイトを含め，16人を雇用している。時給は

通常700円，深夜は875円である（調査当時）。時給693円という最低賃金すれす

れの水準ではあるが78，それでも賃金だけでなく雇用保険や有給も必要なので，

人件費負担はかなり大きい。にもかかわらず，従業員を雇わないとやっていけ

ない状況にある。しかも，最近では，人手不足と高齢化が新たに重くのしか

かっている。以前は35歳以下で従業員募集をかけていたが，近頃は人手が集ま

らないため，今年から50代と60代の従業員を１人ずつ雇うようになった。本部

は複数店を推奨するものの，今の人手不足の状態では到底無理であり，24時間

経営についても考え直すべき時期ではないかと語っていた。

では，セブン-イレブン進出後の「コンビニ戦争」については，どのような

印象を持っているのだろうか。まず，セブン-イレブンについては，「元気がな

いし，オーナーが見つからない気がする。高知は枠が小さく，コンビニの件数

はキャパシティいっぱいである。すでに淘汰された後で，元気のある店しか

残っていないので，ローソンにはついて来れないのではないだろうか」との印

象を抱いていた。一方。ローソン高知の設立とスリーエフの転換については，

ローソンの会合で説明を聞いたというが，「変わった実感はないと思う。セブ

ン-イレブンのように商品の特色は今も見られず，親会社が三菱に変わっても，

その効果が見えてこない気がする」という評価であった。

最後に，本部への要望について聞いてみたところ，「もっとこっち（オーナー）

78 2015年度の水準。2016年度の改定では，714円まで大幅に引き上げられたが，全国平
均（822円）との差は前年度よりも拡大した。
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を大事にして欲しい」という回答が返ってきた。具体的には，「収入だけでなく，

商品仕入れにまつわるサポート」と，「ロイヤルティは下げて欲しいと思わな

いが，商品の充実と仕入単価の低下をしっかりやってほしい」という要望が出

され，オーナー側に立った支援を強く求めている様子がうかがわれた。

（2）ファミリーマートB店のケース79

次に，ファミリーマートＢ店について，紹介しよう。中高年世代に当たる同

店オーナーは，調査時点でコンビニ歴９年目であったが，現在は10年契約の更

新を済ませ，二巡目に入っている。同店も郊外に立地する店舗で，午前は仕事

前の労働者，午後は近所のお年寄りが来店するという。

従業員は，パート・アルバイトあわせて10人いる。そのうち，４人が定着し

ており，彼らを中心にシフトを廻している。コンビニの仕事は，レジ打ちから

商品の補充，厨房作業，日切れチェック，清掃等多岐にわたるので，役割分担

を決めて行っている。商品の発注についても，それぞれ分担しているとのこと

である。

「コンビニ戦争」への印象と課題について聞いてみると，まず，近隣に立地

していたスリーエフがローソンに転換したことが大きいという回答が返ってき

た。たちまち売上が落ち込んでしまい，これが目下の悩みだとのことである。

加えて，当店よりも売上規模の大きいセブン-イレブンが新規参入を果たした

ことを考えると，コンビニの乱立状態を感じてしまうとのことである。

このような中，コンビニ経営にまつわるオーナーの過労やストレスはものす

ごく大きいと，自身の経験を語ってくれた。日々の労働時間は12～15時間に及

び，もはや疲労はピークに達しているという。実際に，夫は過労で２度も手術

を受けたことがあるそうだ。また，コンビニは案件がたくさんありすぎて，し

かもアクシデントが起きるのは決まって夜間のケースが多く，かつては大雨の

影響で水害を経験したこともあったという。したがって，24時間営業はやめた

いけれども，契約上やめられないので困っているとのことである。

79 ここでは，特に断りのない限り，ファミリーマートＢ店のオーナー・ヒアリング（2015
年１月20日）とその後の追加ヒアリングに基づく。
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したがって，契約更新の際には相当悩んだそうである。上で述べた過労やス

トレスがある反面，顧客が付いているし，スタッフ４人が育っていることもあ

り，判断に迷ったものの，結局は更新を決断した。それでも，夫の健康問題も

あり，今後経営を続けていけるかどうか，今も大丈夫かどうか不安に感じてい

るとのことであった。

（3）サークルK・C店のケース80

最後に，サークルＫ・Ｃ店の状況を述べよう。同店のオーナーは，コンビ

ニ歴10年で，複数店を経営している。売上は，グループの中ではいい方に属

するといえる。ただし，オーナーによると，むやみに売上を伸ばすことは避

けているという。というのは，売上が増えると，Ⅰ章で述べたようにロイヤル

ティやコストが嵩むコンビニ会計の仕組みがあるので，売上のレベルとロイヤ

ルティ／コストとのバランスをうまくとらなければならないからである。ただ，

コスト面でコントロールできるのは，人件費や廃棄費用の削減ぐらいなので，

そこで調整を図っている。また，おにぎり等の商品は決められた価格でしか仕

入れができず，店舗側では発注のみでどうしようも出来ないが，カウンター

フーズについては店舗側の裁量がきくので，そこで売上を伸ばす工夫をしてき

たそうである。

従業員は，各店で社員２名がいる他，アルバイト５名で構成されている。い

ずれも10代～50代で，時給は最低賃金に近い700円（調査当時）に設定している。

コンビニの仕事はきつく，販売から仕込み，清掃に至るまで，常にバタバタし

ており，要領よくこなすまでが大変である。そのような事情もあり，最近は深

刻な人手不足に直面している。３年前まではアルバイト募集をかけると人を選

ぶことができたが，最近はハローワークで求人を出すと，高齢者の応募が増え

てきているという。一方，人手を集めるために時給を50円引き上げると，月あ

たり５万円のコスト増になるため，経営的にとてもやっていけないとのことで

あった。

80 ここでは，特に断りのない限り，サークルＫ・Ｃ店のオーナー・ヒアリング（2016年
３月４日）に基づく。
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このような状況なので，現在は以前の半分の人数で店舗をやりくりし，社員

を中心に無理をしている状態である。オーナーも，店舗を掛け持ちしながら，

１日20時間働くこともあるそうだ。あまりに忙しく，日・祝日のたびに親戚に

預けて仕事しているため，子どもにしわ寄せがいくことを申し訳なく思ってい

るとも語っていた。

一方，「コンビニ戦争」については，「セブン-イレブンもローソンも，どこ

も同じであり，近くに店があるかどうかが問題である。高知の人は新しいもの

が好きなので，オープン当初は怖かったが，最近のセブン-イレブンは勢いが

落ちているようだ」との印象であった。

最後に，今後の展望や本部への要望について聞いてみると，「いずれサーク

ルＫサンクスになる予定だったのが，その１ヵ月後にファリーマートとの合併

を突然知らされた。2017年１月より，２年半かけてファミリーマートに移行す

ることになっている。しかし，近隣にはすでに同系列の店舗が存在している。

ファミリーマートと戦うために出店したのに，今度は同社に衣替えして，同一

地域に集中することになるとは」と，戸惑いを見せていた。

あわせて「今は出店しすぎではないか。人員を増やさないと対応は無理であ

る」という印象も語ってくれた。そのような中で，「ぜひ本部と加盟店との役

割分担を見直して欲しい。本部としての仕事ももっと増やすべきだし，資金面

での支援が欲しい」との要望が強く出された。

おわりに

以上，大手コンビニ資本の全国浸透と地域経済との関係ついて，最後のフロ

ンティア地域の１つである高知県を中心に分析してきた。本論文では，本部―

オーナー間の指揮権と地域経済構造という２つの視角からアプローチしてきた

が，締めくくりにあたって，これまでに明らかになった内容を，３点に分けて

総括しておこう。
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　大手資本の地域インパクト

まず明らかになった点は，大手資本進出に伴う地域インパクトの大きさであ

る。コンビニ業界は，大店法の規制回避と流通近代化の波に乗りながら，フラ

ンチャイズ契約に基づく店舗の増殖を通じて集積なき集中を急速に進め，「コ

ンビニの時代」と称されるほどの勢いを見せてきた。しかし，1990年代以降の

業界成熟化に伴い，二重の意味で業界再編が生じている。その１つが，業界内

部での階層分解ならびにチェーン同士の統合・提携に基づく大手３社への寡占

化の進行であり，もう１つが，大都市部から低密度地域への店舗エリアの外延

的拡大である。特に四国は，業界トップのセブン-イレブンに象徴されるように，

大手資本にとっての最後の草刈り場として注目されるようになっていった。

中でもこうしたターゲット地域の代表例が，高知県である。県内でも，1980

年代より地場スーパーや中堅・中小のボランタリー・チェーン，さらに単独の

中小小売店による地場コンビニが登場し，その後も縮小する食品小売業の中で

は数少ない成長業態として，地域商業構造においてプレゼンスを拡大してきた。

しかし，立地場所は高知市およびその周辺に偏在するとともに，大手資本の進

出に伴う２度の「コンビニ戦争」の結果，かつては主流の地場コンビニが姿を

消し，他地域と変わらない画一的な大手チェーンの独壇場と化していった。

加えて，注目すべきは，最新の「コンビニ戦争」を背景に，地場スーパーま

でもが大手コンビニ資本に翻弄され，提携を図っていった点である。サンシャ

インにおけるセブン-イレブンへの包摂と受動的適応，サンプラザにおけるファ

ミリーマートとの折衷型店舗開発と選択的適応，サニーマートにおけるローソ

ンとの共同運営と戦略的適応という形で，提携内容や裁量のレベルには差がみ

られるものの，いずれもコンビニ業界最大手の進出と小売業界の厳しい経営環

境を背景に，大手コンビニ資本と提携に踏み切らざるをえなかったという点で

は共通している。これにより，今後，大手コンビニ資本は，地盤の弱い県内で

シェア拡大のテコを図る一方，地場スーパーは，コンビニと提携して小商圏を

確保することで，高齢化や買い物弱者のニーズをカバーできるようになるのか

もしれない。しかし，コンビニ・フランチャイズの特性上，《コンビニ－地場

スーパー連合》の主導権はあくまでコンビニ資本側にあり，地場スーパーの特
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性を生かしたコンビニ事業には至らない可能性が高い。加えて，店舗に陳列さ

れる商品の大半は，県外の工場・配送センターから送り込まれる以上，店舗が

増えて売上が伸びても，関連利益は域外へ流出し，結局は店舗の地代・テナン

ト料とオーナー・非正規雇用者の低報酬ぐらいしか地域には残されないだろう。

　コンビニ拡大の構造的限界

一方，地場スーパーを巻き込んだ大手資本の市場包摂が進むにつれて，コン

ビニ拡大はもはや構造的に限界に到達しているという問題も浮かび上がって

きた。

そもそも高知市内では，人口比でみた店舗密度の点からも，オーナーの現場

感覚からも，コンビニはすでに飽和状態である。しかも，可住地面積の少ない

地域特性ゆえに，出店ポイントも限定されることから，今後は過当競争の中で

限られた土地をめぐる争奪戦が繰り広げられるとともに，高密度エリアでの集

中出店によって，小さな市場をめぐる店舗同士の消耗戦が一層進行することが

予想される。

加えて，パート・アルバイトの労働力不足も深刻化している81。コンビニの

９割がパート・アルバイトの非正規労働に依存しているが，その賃金水準はど

の店舗もせいぜい最低賃金レベルにすぎない。コンビニの店内業務は質量とも

に増大しているが，仕事内容に比べて低報酬との落差が激しいため，特に若者

はコンビニでの仕事を敬遠する傾向が強まってきているのである。最近は派遣

会社の利用も検討されているが，人件費負担が高まるため，有望な選択肢とは

なっていない。したがって，今では店舗内労働力の高齢化が進行しているので

ある。とりわけ深刻なのが，深夜勤務であり，いくら募集をかけても枯渇状態

に陥る等，どの店舗も24時間営業の維持が危機に瀕している。残された選択肢

は，時給の引き上げであるが，コンビニ会計に規定されてオーナーの可処分所

81 大手コンビニの増加がもたらす労働市場への影響は，コンビニ業界だけにとどまらな
い。例えば，県内の弁当チェーン・くいしんぼ如月が，深夜の人手不足から，設立以来
35年間続いた24時間営業に幕を下ろした例が挙げられる。「睡眠時間をください　くい
しんぼ如月　県内全店　35年間続いた24時間を返上」『高知新聞』2016年４月21日付。
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得を必然的に圧迫するため，オーナーにとっては最も敬遠したい選択肢である。

したがって，このような労働力不足の中で，オーナー家族の限界的な労働負

担が強まっている。オーナーの多くは，家庭生活を犠牲にしながら，年中無休

の長時間過重労働を強いられており，高齢のオーナーの中には過労でダウンし

たために，経営自体が危ぶまれるケースも生じている。また，こうした過重労

働問題については，上記コンビニ事業に参入した地場スーパーも変わりはない。

最初の段階では本業の人員を割いて出向させてきたものの，現場での労働力不

足を背景に出向社員が深夜勤務に入る等，労働法に規定されるスーパー勤務と

コンビニ特有の24時間勤務との矛盾に直面している。また，店舗拡大とともに

今後は出向人数を増員せざるを得ず，本業との調整が大きな課題となってきて

いる。

にもかかわらず，本部の指揮権貫徹を背景に，オーナーの間では報われない

徒労感が広がっており，それがコンビニ・イメージの社会的悪化につながって

いる。オーナーは，いずれのチェーンでも，本部によって仕入価格や営業時間

等が決められ，フランチャイズの画一性ゆえにオーナーの自由裁量はせいぜい

カウンターフーズの販売や人件費・廃棄ロス削減等の限られた範囲にすぎない。

また，仮に懸命に働いて売上を上昇させても，本部から課せられた高率のロイ

ヤルティと仕入増に伴う高コストによって，かえって可処分所得が目減りする

こともあり，コンビニ会計を踏まえて微妙なバランスをとらなければならない。

さらに，過去のスリーエフやローソン，ファミリーマートのくら替えが示すよ

うに，加盟店には事前通告なしに一方的な商号変更を通告され，同じエリア内

で同一チェーン同士が競合するケースすら生じている。つまり，本部は店舗経

営を専制的に取り仕切ることで利益を肥大化させる一方，オーナーは経営者と

いうよりも本部の指揮下で働く実質的労働者として経営自立性から疎外されて

いるのである。そして，こうしたコンビニ・フランチャイズの高リスク・低リ

ターン構造が，コンビニのイメージを悪化させるとともに，最近ではオーナー

募集をかけても集まらず，本部の出店拡大に支障が生まれる原因になっている

わけである。今のところ本部側では，オーナーの年齢上限の引き上げ・撤廃や
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複数店経営の推奨という形で対処しようとしているものの82，すでに述べたよ

うにオーナーは身体的にも精神的にも限界に達しており，オーナーばかりにリ

スクが課せられる現状のシステムでは，店舗拡大も早晩行き詰まりを見せる可

能性も出てこよう。

オーナー・地域は何を求めているか

それでは，以上述べた状況はいかに克服していくべきなのだろうか。最後に，

オーナーや地域の立場から，今後あるべき方向性について提示したい。

第１に，店舗経営におけるオーナーの自己決定権の確立である。本部が謳

う「共存共栄」を実現するためには，現在行われている加盟店に対する本部の

コントロールに制限をかけ，自営業主としての経営の裁量を広げて安定的に自

立できるように加盟店負担の軽減と営業支援を強化していかなければならない。

目下の大きな課題の１つは，深夜営業を含む24時間営業への規制と店舗側の自

由裁量の拡大である。店舗内労働力の枯渇とオーナーの加重負担をもたらして

きたこうした強制力に歯止めをかけ，営業権と生存権の観点からオーナー側に

開・閉店時間の権限を与える方向に転換していくことが求められる。２つ目は，

コンビニ会計の抜本改革である。仕入価格およびオープン・アカウントの透明

性確保や，高率ロイヤルティの引き下げと利益配分の公平性等，コンビニ会計

の公正化に向けた転換が不可欠である。特に，高率ロイヤルティは，オーナー

の収入悪化とパート・アルバイトの低賃金の双方を規定し，コンビニ・イメー

ジの悪化とオーナー・労働者双方の枯渇という悪循環をもたらす根源である。

ロイヤルティのあり方を見直し，本部と加盟店との利益分配格差を是正するこ

とこそが，経営全体の好循環とイメージアップにつながる第一歩であろう。さ

らに，本部の経営変更に対する事前通告や，同一チェーンの近隣出店への規制，

テリトリー権の保証等，安定経営に向けた環境づくりも，３つ目の課題として

取り組む必要があろう。

また，こうした課題を解決する際に鍵となるのが，コンビニに適合したルー

82 ファミリーマートとローソンが撤廃，セブン-イレブンは60歳に設定している。「店オー
ナーの年齢上限撤廃」『高知新聞』2017年２月14日付。
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ルづくりである。現在，コンビニ業界の関連法として，中小小売商業振興法と

独占禁止法が存在し，2002年には公正取引委員会より「フランチャイズ・シス

テムに関する独占禁止法の考え方について」というガイドラインが公表され

たものの，いずれも上記の問題に十分対応しきれていない。こうした限界か

ら，支援団体や法学者からは，コンビニを含むフランチャイズ業界を対象とす

る「フランチャイズ規制法」導入運動がすでに提唱されており，2009年の民主

党への政権交代時に成立の機運が高まった経緯がある。このフランチャイズ規

制法案は，加盟店とそこで働く従業員の保護を目指したものであり，具体的に

は，①契約前情報開示・事前開示書類の登録制，会計透明化，非合理な契約更

新拒絶禁止や，②近隣出店規制，③加盟者の団結権・団体交渉権等が盛り込ま

れている83。かつて「スーパーの時代」に大店法が成立したように，「コンビニ

の時代」にふさわしい法的枠組が求められているのである。フランチャイズ関

連法は，海外でも先行事例が存在しており，それらを参考に業態法を成立させ

ることが，オーナーの地位向上の前提条件となるであろう84。

第２に，コンビニの出店規制・誘導への地域イニシアティブを通じた，コン

ビニの地域への「埋め込み」である。本論文では，最後のフロンティアである

高知でもすでに飽和状態であることを明らかにしてきたが，このままコンビニ

83 本間重紀編，前掲書，第４章・資料編，北野弘久「『フランチャイズ規制法要綱』の発表」
『法律時報』第82巻第３号，2010年３月，フランチャイズ法研究会「フランチャイズ規制
法要綱」前掲『法律時報』等を参照。
84 フランチャイズ法の先行例として，韓国の動きが注目される。韓国では，1980年代末
からコンビニブームが始まり，1990年代のIMF危機後の受け皿として急速に拡大した結
果､ 急速に社会問題化するようになった。そこで，2002年に「加盟事業公正化法」が制
定され，その後幾度か改正されている（松尾和彦・林秀弥「韓国『加盟本部と加盟事業
者間の取引の適正化に関する法律』について　　韓国フランチャイズ法研究序説　　」

『名古屋大学法政論集』第251号，2013年）。特に，2014年２月の改正施行法では，経済民
主化関連法の一環として，加盟本部の不公正取引行為を根絶し，零細加盟店主の権益保
護を目指すもので，深夜時間の営業強要規制や店舗環境の改善，中途解約時の過重な違
約金規制，同一業種加盟店の近隣出店禁止，加盟時の予想売上額の書面提出義務等が盛
り込まれた（「̒ コンビニ終夜営業ʼ来年２月からはせずとも良いことに」『ハンギョレ
新聞』2013年10月９日付）。その後，同法の実効性が問われる状況も指摘されているが

（「コンビニ　深夜営業は無理にしなくてもかまわないといったのに…実際は̒ 絵に描い
た餅 」̓『ハンギョレ新聞』2014年６月30日付），日本のコンビニ業界発展に対応した加盟
店保護の観点からも，十分検討に値するといえよう。
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の大量出店を放置しておくと，オーナーの苦境や大量閉店といった社会的損失

に加えて，消費者である地域住民にとっても，店舗閉鎖に伴う暮らしの安定を

損なう恐れがある。利潤追求のための資本の論理と地域住民のための公共性の

論理との矛盾を解消するためには，かつて高知県内でも1980年代に行われてい

た行政指導や，大型店出店に関わる自治体独自の条例制定等を参考にしつつ，

コンビニを対象とする地域主導の出店規制・誘導策が求められる。具体的には，

県や市レベルで出店に関する総量規制を含む独自の法的枠組みを設定し，同じ

高知市内でも中心部のような過密エリアでの出店規制とともに，買い物弱者の

多い小売店空白地域への出店誘導等を，今後は検討すべきであろう。

さらに，地域経済の持続的発展に寄与する役割を，一層要求していくことも

必要であろう。大手資本の中には，進出にあわせて地域貢献にも若干取り組み

はじめているとはいえ，基本的には出店が拡大することによって，競争激化に

伴う零細商店の廃業や消費空間の画一化，東京・県外への利益流出等をもたら

しており，地域経済へのプラス効果はきわめて限定的である。

しかし，コンビニの中には，かつて高知県で見られた地場コンビニの形態や，

北海道のセイコーマートのような地場コンビニ・チェーンも存在している。加

えて，域外に本部を置くチェーンでも，地域との産業連関を意識的に創出する

取り組みは可能である。その一例として，南国市のＹショップくれだ店の取り

組みが挙げられる。同店は，買い物弱者の発生を防ぐために，JA 直営のＡコー

プ閉店後に出店したが，地元の JA 南国市購買部が運営を行うだけでなく，野

菜や果物等の生鮮品は JA の直販所「かざぐるま市」から調達し，肉や魚，園

芸用品等も仕入れを行う等，地域の個性を生かした取り組みがされている85。

こうした地域性を生かしつつ住民の暮らしを支える店舗のあり方が，１つのモ

デルとして挙げられよう。

言い換えれば，住民世論や域内経済主体の関与と自治体の政策誘導を駆使し

85 「直販所見～つけた　Ｙショップくれだ」『高知新聞』2015年６月28日付。他にも，愛
媛県のJA愛媛たいきが，セブン-イレブンと連携し，JAの生鮮品取扱に加えて移動販
売も始めるといったケースが登場している（「コンビニ拠点に移動販売」『日経MJ』2016
年４月１日付）。



58 高知論叢　第113号

ながら，地域内での商品・サービス調達の拡大や地域特性を生かした店舗経営

に向けて現地化を進め，その地域にふさわしい新しい時代の「地場コンビニ」

形成を目指していくことが，これからのコンビニには求められているのである。


